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令和３年第２回定例会（12月議会）

産業観光委員会（分科会）

会議の概要
書記 佐 藤 宏 生 録

招集年月日時 令和３年１１月２５日（木曜日）

予算特別委員会終了後

招 集 場 所 議事堂 産業観光委員会室

本定例会における案件（委員会）

１ 付託案件以外の所管事項

本定例会における案件（分科会）

１ 議案第１９３号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第７号）

（観光文化スポーツ部及び産業労働部の関係部

門）

２ 議案第１９６号

令和３年度秋田県電気事業会計補正予算（第１

号）

３ 議案第１９７号

令和３年度秋田県工業用水道事業会計補正予算

（第１号）

４ 議案第２２２号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第８号）

（観光文化スポーツ部の関係部門）

令和３年１１月２５日（木曜日）

本日の会議案件

１ 会議録署名員の指名

２ 審査日程

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 髙 橋 武 浩

副委員長 鈴 木 真 実

委 員 佐 藤 賢一郎

委 員 近 藤 健一郎

委 員 三 浦 茂 人

委 員 石 川 ひとみ

委 員 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 佐 藤 宏 生

議会事務局政務調査課 阿 部 秀 樹

観光文化スポーツ部観光戦略課

伊 藤 正 人

産業労働部産業政策課 木 村 高 志

会 議 の 概 要

午前１０時２７分 開議

出席委員

委 員 長 髙 橋 武 浩

副委員長 鈴 木 真 実

委 員 佐 藤 賢一郎

委 員 近 藤 健一郎

委 員 三 浦 茂 人

委 員 石 川 ひとみ

委 員 松 田 豊 臣

説 明 者

観光文化スポーツ部長 嘉 藤 正 和

観光文化スポーツ部次長

岡 部 研 一

観光文化スポーツ部次長

佐 藤 功 一

インバウンド推進統括監 益 子 和 秀

観光戦略課長 笠 井 潤

産業労働部長 佐 藤 徹

産業労働部次長

（兼）産業技術センター副所長

斉 藤 耕 治

新エネルギー政策統括監

齋 藤 篤

食品産業振興統括監

（兼）観光文化スポーツ部次長

渡 部 謙

産業労働部参事

（兼）エネルギー・資源振興課長

阿 部 泰 久

産業政策課長 今 川 聡

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、会議録署名員を指名します。

第２回定例会１２月議会を通しての会議録署名員

には、佐藤委員、松田委員を指名します。

次に、委員会の審査日程についてお諮りします。

審査日程案及び付託議案一覧表を配付しておりま

すので、これらを御覧ください。

審査日程では、１２月７日に観光文化スポーツ部

関係、１２月８日に産業労働部関係を審査する予定

としております。

審査日程案について、御意見等ございますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長
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審査日程は、原案のとおり決定して御異議ありま

せんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

審査日程は、原案のとおりとすることに決定され

ました。

なお、審査の進捗状況によっては、審査日程から

ずれることがあり得ますので、あらかじめ御承知お

きください。

本日はこれをもって散会し、１２月７日、火曜日

の予算特別委員会終了後に委員会及び分科会を開き、

観光文化スポーツ部関係の付託議案等の審査を行い

ます。

散会します。

午前１０時２９分 散会
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令和３年１２月７日（火曜日）

本日の会議案件

１ 分科会会議録署名員の指名

２ 議案第１９３号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第７号）

（観光文化スポーツ部の関係部門）

（趣旨説明・質疑）

３ 議案第２２２号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第８号）

（観光文化スポーツ部の関係部門）

（趣旨説明・質疑）

４ 観光文化スポーツ部関係の付託案件以外の所管

事項 （趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 髙 橋 武 浩

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 佐 藤 賢一郎

委 員（分科員） 近 藤 健一郎

委 員（分科員） 三 浦 茂 人

委 員（分科員） 石 川 ひとみ

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 佐 藤 宏 生

議会事務局政務調査課 阿 部 秀 樹

観光文化スポーツ部観光戦略課

伊 藤 正 人

産業労働部産業政策課 木 村 高 志

会 議 の 概 要

午前１１時０１分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 髙 橋 武 浩

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 佐 藤 賢一郎

委 員（分科員） 近 藤 健一郎

委 員（分科員） 三 浦 茂 人

委 員（分科員） 石 川 ひとみ

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

観光文化スポーツ部長 嘉 藤 正 和

観光文化スポーツ部次長

岡 部 研 一

観光文化スポーツ部次長

佐 藤 功 一

インバウンド推進統括監

益 子 和 秀

観光戦略課長 笠 井 潤

観光振興課長 佐々木 一 生

秋田うまいもの販売課長

柴 田 靖

交通政策課長 小 松 勝 統

文化振興課長 安 田 路 子

スポーツ振興課長 佐々木 重 夫

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び予算特別委員会

産業観光分科会を開きます。

初めに、分科会会議録署名員を指名します。

第２回定例会１２月議会を通しての分科会会議録

署名員には、佐藤分科員、松田分科員を指名します。

次に、観光文化スポーツ部関係の議案の審査を行

います。

分科会では、議案第１９３号及び議案第２２２号

のうち観光文化スポーツ部に関係する部門の審査を

行います。

関係課長の説明を求めます。

観光戦略課長

【補正予算内容説明書により説明】

観光振興課長

【追加補正予算内容説明書及び提出資料により説

明】

交通政策課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

文化振興課長

【議案〔１〕及び提出資料により説明】

スポーツ振興課長

【議案〔１〕及び提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課ごとに行います。

初めに、観光戦略課の給与費の補正について質疑

をお受けします。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

次に、観光振興課の議案についての質疑をお受け

します。

三浦茂人委員（分科員）

観光による消費拡大緊急対策事業（冬季宿泊・観

光関連事業者支援事業）について、対象期間が令和

４年１月からとなっていますが、実際に使うのは１

月以降であっても、募集は年内から始まるという認

識でいいのでしょうか。
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観光振興課長

実際に各宿泊施設に希望を取って実施する予定で

すが、財源といいますか、国から予算がまだ来てい

ない状況です。国からの交付決定もまだもらってい

ない状況ですが、議決後の年内中に作業はしたいと

思っています。募集については、１月からの宿泊開

始とほぼ同時になると思います。

近藤健一郎委員（分科員）

申込方法は、ほぼ売り切れた冬季宿泊・観光関連

事業者支援事業と同じような方法を取られるのです

か。

観光振興課長

その事業の拡充、追加という形を取りますので、

予約方法は同じ形を取らせていただきます。

近藤健一郎委員（分科員）

その申込方法で、分かりづらいなどの苦情はあり

ませんか。

観光振興課長

委員御指摘の件については、恐らく今回導入した

ＱＲコード（高速読み取りを目的としたマトリック

ス型二次元コード）を使って予約を申し込むことだ

と思います。いわゆる予約申請といいますか、本来

予約時の混雑を避けるために今回導入した仕組みに

なりますが、少し分かりにくいという声が事務局に

５０件ほど寄せられています。

近藤健一郎委員（分科員）

「旅して応援！」あきた県民割キャンペーン事業

ではどういう方法でしたか。はがきによるものでし

たか。

観光振興課長

今年４月からスタートしている県民割では、宿に

直接申し込んで、現地で割引を受けるという仕組み

になります。昨年度実施したプレミアム宿泊券の申

込では、抽せんして当選された方にはがきでお知ら

せする仕組みを取りました。

近藤健一郎委員（分科員）

何を言いたいかというと、９月補正で計上された

冬季宿泊・観光関連事業者支援事業は、私でも簡単

に申込みができ、いい宿に泊まらせていただき、非

常に良かったです。

４月補正予算で計上された県民割の申請は、イン

ターネットではうまくいきませんでした。もちろん

やり方は調べましたが 最初の画面で同意が必要

といって、住所などを書き、宿を指定してもエラー

が出てその原因も分かりませんでした。やり方が間

違っていたかもしれませんが、恐らく売り切れによ

るエラーだった思います。

観光振興課長

そのエラーの原因は分かりませんが、宿へ予約を

申し込むところと、利用登録するところがわかりに

くい部分があったのは事実です。もっと分かりやす

いようにトップ画面を最近変えましたが、利用され

る方にとって、分かりにくいところがないとは言え

ないといいますか、多少はあると思いますので改善

していく必要は感じています。

近藤健一郎委員（分科員）

そうであれば、以前の簡単なやり方をどうしてや

ろうとしないか非常に不思議に思います。県民割の

申込みは私もできませんでした。パソコンやスマホ

がないお年寄りはできないと思います。

観光振興課長

今回の冬割キャンペーンについても、電話で対応

する仕組みは残しております。パソコンの操作は、

できる方、できない方がいらっしゃいますので、お

電話していただければ宿泊施設でも対応しますので、

利用登録申請をしなくても受付ができる形を残して

います。

近藤健一郎委員（分科員）

分かりました。いずれ簡単な方法であること

問い合わせ先を明記しないと、利用しようとする人

は分からなくなります。

もう一点あります。自分で申請ができなかったの

で、冬割を使いたいと宿泊施設に電話しましたが、

電話で対応した女性が、「来てもらえばうちでやっ

てあげます。」と言うから行ったところ、フロント

で対応された男性からは、「お客様自身でやってく

ださい。」と言われました。宿でさえ対応が徹底さ

れていないので、もっと簡単に、誰でも分かりやす

いように いつでも、誰でも、どこでも飛びつけ

るような方法を考えていただきたいと思います。

それから、締め切っていることを画面上のどこか

に出さないと、私みたいにアクセスしてもエラーが

出るような気がします。その辺をしっかりと分かり

やすく簡単に、誰でもできるようにしていただくこ

とをお願いして終わります。部長、何かありますか。

観光文化スポーツ部長

近藤委員に大変多大なる御迷惑をお掛けしたこと

についておわび申し上げたいと思います。県民割事

業を実施した際、住所や氏名などを手書きでいろい

ろ書く必要があり、フロントで人が相当滞留するケ

ースがあると宿側から相談されたことから、それを

解消するため、ＱＲコードで申し込む仕組みを作り

ました。この仕組みにより、宿側からは非常に受付

がスムーズになったと ＱＲコードの読み込みだ

けで受付ができますので、人の滞留がなくなりスム

ーズで非常によかったと報告を受けております。

一方で、どうやったらいいか分からないとか、特

にスマホを持っていないお年寄りの方々はどうする

のかという話もありますので、今後第２弾の実施の

際には、もう少し丁寧に分かりやすいような説明に
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努めてまいりたいと思います。

宿側の対応についても、人によって対応が違うと

いうのは非常にまずいことだと思いますので、再度

説明会の際にそういったことがないようにきっちり

と説明をしていきたいと思います。

いずれ様々な御意見が寄せられておりますので、

周知方法についてしっかり考えて進めていきたいと

思います。

近藤健一郎委員（分科員）

分かりました。ありがとうございます。是非とも

そうしていただきたいと思います。サイトにアクセ

スしていく段階で、「分からなかったらここに電話

してください」みたいな そういったところもし

っかりと御案内していただきたいと思います。

丁寧な案内を是非ともお願いしたいと思います。

終わります。ありがとうございました。

鈴木真実委員（分科員）

４月から実施している県民割、９月補正での冬割、

今回はそれらに続く第３弾という位置づけだと思い

ますが、これまでの予算の執行状況はどうなってい

ますか。

観光振興課長

４月から実施している県民割は、１２月で終了す

る予定です。予約は１０月末で終了していますが、

９６％ぐらいの予約状況です。１１月上旬の精算状

況ですが、宿泊については７５％ほど、クーポン券

については８５％ほどが精算されています。その後

２か月ほど経過していることから、予算はほぼ消化

される見通しです。

冬割については、１１月１９日からスタートして

おり、施設によっては数日、若しくは即日で予約が

埋まったところもあります。精算状況についてはま

だ集計していません。

鈴木真実委員（分科員）

コロナ禍における業者の方々の救済措置や、一般

県民の行き来ができないというフラストレーション

がたまる状況の中、地元の良さを見詰め直すという

目的で実施している事業だと理解しています。そう

した中、県民割では執行状況が７５％程度、クーポ

ン券利用は８５％程度とのことですが、それぞれ

２５％、１５％の消化されていない予算があるので

す。先ほどの近藤委員の話にも関連しますが、受付

がすぐ満杯になる宿がある反面、そうでないところ

もあるわけです。私も利用するにあたり、予約が満

杯になったところが結構ありました。予算に残額を

出さないためにも、融通を利かせることはできませ

んか。

観光振興課長

県としては、利用者と宿泊施設との需給の関係は

深く入れないところがありますが、執行状況を聞い

た上で、消化できないといった施設の分については

枠を戻していただき、利用がまだ見込める施設に対

して２回、３回と配分をしております。今は、もう

すぐ事業が終了することから状況を見守っています。

鈴木真実委員（分科員）

そういった努力をしているのですね。今回の冬割

は、隣接県在住者も対象になりますので、有効活用

していただきたいと思います。

松田豊臣委員（分科員）

今回の企画は、一応隣県からも利用者を取り込も

うという企画だと思いますが、どのような形で案内

を進めていくのですか。

観光振興課長

隣県からのお客様に対しては、新聞やフリーペー

パーを使って呼びかけをしたいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

隣県からどのくらい来てもらうのか、予測といい

ますか、思いはありますか。

観光振興課長

令和元年から令和３年の冬場に掛けて、本県を除

く東北各県から来た方々は、統計では平均７万人ぐ

らいでした。それを踏まえて、今回は７万

２,５００人泊で計上しております。

松田豊臣委員（分科員）

そうすると、今回の利用件数として見込んでいる

のは、ほぼ隣県から来る人の分になりますか。

観光振興課長

観光庁の地域観光事業支援補助金で今回使える分

が、５月に感染防止対策分として使った分の交付決

定をまだ受けていない部分を使う形になっています。

その残っている財源を、宿泊者ですと５,０００円

の割引と１,０００円のクーポン券で合計６,０００

円になり、割り返すと予算額に近い数字になります。

統計上の数字と予算額がたまたま近い数字になりま

したが、こうした形で予算計上しております。

松田豊臣委員（分科員）

分かりました。ありがとうございます。

本県から隣県に行く方もいらっしゃるかと思いま

すが、東北各県の状況はどうなっていますか。

観光振興課長

県民割の各県の実施状況が肝腎なところですが、

東北では本県と山形県は比較的早く 本県は４月

から続けているので予算はほとんどなくなっていま

す。青森県や宮城県は、新型コロナの感染が拡大し

ていた時期が長く、県民割自体がほとんど実施でき

ていないことから、今すぐにでも近隣県から自県に

来て宿泊していただきたいという状況にあります。

松田豊臣委員（分科員）

東北各県の宿泊事業者への助成の条件はどうなっ

ていますか。それらに比べて、この事業は本県に来
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てもらうために有利な状況となっていますか。

観光振興課長

割引額はほとんど同じです。５,０００円の割引

を上限に各県で実施しています。クーポン券につい

ては、県民割では２,０００円を上限にしていまし

たが、冬割からは一律１,０００円にしております。

今回の拡充分についてもクーポン券は１,０００円

になります。他県における県民割を継続する場合の

細かい条件はまだ見えてきていませんが、恐らくク

ーポン券は２,０００円が上限になると思います。

それだけを見ると違いは出てきますが、それで人の

動く原因、誘引になるかというと、そこまでではな

いと思います。

松田豊臣委員（分科員）

本県に来ていただくための事業とされていますが、

そうはならない気がします。本県だけのメリットが

あれば、隣県から来ていただくことは可能だと思い

ますが、同じような条件下であれば他県に行ってし

まう気がします。どうですか。

観光振興課長

旅行される方は、必ずしもいわゆる割引だけに引

かれて行くということでもないと思いますので、冬

場の秋田の魅力をきちんと訴えるような告知や宣伝

などをしていきたいと思います。

松田豊臣委員（分科員）

是非とも隣県から本県に来ていただくような強い

アピールをしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

石川ひとみ委員（分科員）

先ほど隣県から訪れる方々は、平均７万人という

ことでしたが、それは冬期間ということですか。

観光振興課長

１月から２月の期間の３年間平均が、大体そうい

う数字になります。

石川ひとみ委員（分科員）

積算人数と予算残額が合うということですが、今

後コロナでどうなるか分からない部分もあろうかと

思います。本県はコロナによる影響を今のところそ

んなに心配する必要がないと思います。そういった

要素もプラスしてアピールをされていますか。

観光振興課長

委員の御質問とかけ離れるかもしれませんが、今

回の拡充分から、全国的にワクチン・検査パッケー

ジ（利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性の

いずれかを確認することにより、人数制限等の緩和

を行うこと。都道府県が各区域に係る対策を定める

ことができる。）が導入される予定です。そういう

意味でこの制度を利用される方については、県外か

ら来る方も県外に行く方も、いわゆるワクチン接種

証明をまず提示する そうでない方は検査を受け

てから行く形で、コロナに対する安心が担保される

のではないかと思っています。

石川ひとみ委員（分科員）

松田委員も御指摘されたとおり、他県も同じよう

な事業展開をするとなれば、特筆的なものがないと

観光客の奪い合いになると思います。

ワクチン接種済証の提示により、フロントで混雑

することも予想されますが、どういった対応が宿泊

施設でされるのでしょうか。

観光振興課長

ワクチン・検査パッケージの導入により、基本的

にはツアーの場合は申込みと出発時に、旅館やホテ

ルに宿泊する場合は宿泊先でワクチン接種済証の確

認をすることになります。ワクチン接種済証の場合

は、原本でなくても、写し若しくは写真でもいいと

いう形になります。宿泊施設でも事前に御案内をし

た上で対応する形になり、多少は混雑することもあ

るかと思いますが、うまく列を作らせるなど、宿泊

施設で対応していただきたいと思いますし、対策も

していただけると考えています。

石川ひとみ委員（分科員）

予約段階ではきちんとワクチン接種したことを伝

えても、実際に利用する日にワクチン接種済書を忘

れた場合は、どういった対応になりますか。

観光振興課長

残念ながらワクチン接種済証をお忘れになった場

合は、確認ができない形になりますので、その場合

どうするか、軽々とは言えませんが、利用できる現

地の検査場所の紹介や、最悪の場合は割引が適用に

ならないプランで泊まってもらうことになると考え

られます。

現在、無料ＰＣＲ検査施設の運営の補助について

健康福祉部で予算計上されていますが、その整備状

況を見ながら、宿泊施設に対してもＰＣＲ検査施設

を紹介していただくことをお願いしていきたいと思

います。

三浦茂人委員（分科員）

ワクチン・検査パッケージですが、石川委員が言

われたように、当日ワクチン接種済証を持ってこな

いで正規の料金を仮に払ったとします。宿泊施設な

どに対して、事後にそれを提示すれば、割引分が戻

ってくるような対応は考えていませんか。

観光振興課長

個別ケースの対応については、国からまだ示され

ていませんので、何とも言えないところです。

三浦茂人委員（分科員）

７万２,５００人泊分の助成があるこの事業で、

楽しみにして県内外に旅行をされたのに、ワクチン

接種済証を忘れて割引がされない場合、せっかくの

いい制度が逆に不評を買ってしまわないか心配です。



- 7 -

人間なので忘れるケースが多々出てくるのではない

かと思います。事後でも救済する方策がなければ、

かわいそうというか、トラブルの元にならないか心

配です。いかがでしょうか。

観光振興課長

事後の提示は、国の要綱上でも今のところ割引が

適用されないことになっています。予約時には宿泊

施設側からも必ず持ってくるように念を押していた

だくことと、利用者御自身にも注意していただくこ

とが現時点では精いっぱいの対応だと思います。

委員長（会長）

ここで、審査の途中ですが昼食のため休憩します。

再開は、午後１時３０分とします。

午前１１時５４分 休憩

午後 １時２８分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 髙 橋 武 浩

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 佐 藤 賢一郎

委 員（分科員） 近 藤 健一郎

委 員（分科員） 三 浦 茂 人

委 員（分科員） 石 川 ひとみ

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

観光文化スポーツ部長 嘉 藤 正 和

観光文化スポーツ部次長

岡 部 研 一

観光文化スポーツ部次長

佐 藤 功 一

インバウンド推進統括監

益 子 和 秀

観光戦略課長 笠 井 潤

観光振興課長 佐々木 一 生

秋田うまいもの販売課長

柴 田 靖

交通政策課長 小 松 勝 統

文化振興課長 安 田 路 子

スポーツ振興課長 佐々木 重 夫

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き観光振興課の議案に関する質疑

を行います。よろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

それでは、交通政策課の質疑をお受けします。

三浦茂人委員（分科員）

県内空港利用促進緊急対策事業の概要（１）の米

印に、旅費が支給されるビジネス利用やマイレージ

等による無償利用は対象外と記載されています。マ

イレージがたまった分でチケットを買えば、実質負

担がないので対象外にするのは分かりますが、旅費

が支給されるビジネス利用について、どうやって確

認するのですか。

交通政策課長

今回のスキームでは、ビジネス利用を対象外とし

ておりますが、申請の際に法人利用でないこと宣誓

していただくことで、一元的には対象外にします。

明らかに法人カードで決済を行っていたり、法人名

で航空チケットを入手している場合はもちろん除外

されますし、それ以外についても、先ほど申し上げ

た宣誓方式でスクリーニングを掛けていく形を想定

しております。

三浦茂人委員（分科員）

宣誓するのは分かりますが、現実的に割引がもら

えるのであれば 法人利用のカードを使えば明ら

かに分かりますが、そうでない場合も多々あると思

います。そこの区別というか判別というのは、いつ

の時点に誰がするのか 非常にグレーというか、

分かりづらいのではないですか。運用するにあたり

そういった懸念はないのでしょうか。

交通政策課長

もちろん宣誓方式なので、一義的には記載いただ

く方の善意といいますか、判断に委ねるということ

になってしまいますが、これまでもこういったスク

リーニングを掛けて運用していた事例があったこと

や、宣誓していただく際には、職場に御連絡させて

いただくことがあることも記載する予定としており

ますので、一定の抑止力は期待できると考えていま

す。もちろん１００％全く隙もなく防ぎ切れる方式

ではありませんが、委託費用と手間暇とのバランス

を考えたときに、こういった制度設計が妥当だと判

断しました。

三浦茂人委員（分科員）

趣旨は分かりますが、空港の利用促進が目的なの

で、ビジネスであっても観光であっても飛行機を利

用してくれればいいと思います。縛りを入れること

の有効性や効果について、どのように認識していま

すか。

交通政策課長

最初の制度設計の段階では、そういった選択肢も

含めて検討をしましたが、ビジネス出張について申

し上げると、運賃割引のいかんにかかわらず、もち

ろんゼロとは言いませんが、企業における業務の必

要性から移動することになります。

冬場の需要が落ち込む時期の利用の上乗せを考え

たときに、まずは観光だったり、県民の利用を促す
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ための制度設計をすべきということで、ビジネス出

張を制度の対象外として、より上乗せが見込める一

般利用を対象にしています。

三浦茂人委員（分科員）

そういうことだとは思いますが、厳密に仕分けで

きるのかについてはまだ疑問があります。要は空港

の利用客を増やすというのであれば、そういった垣

根は取って使ってもらったほうがむしろいいのでは

ないかと思います。実施しなければ分かりませんが、

割引がなければ新幹線を利用する法人もいるかもし

れません。６,５３５万円の予算がなくなり次第終

了になりますが、この予算規模で見込まれる新しい

需要はどのぐらいを見ていますか。この予算規模に

なった根拠についても教えてください。

交通政策課長

今回の積算に当たり、微妙にかぶっている部分は

ありますが、コロナ禍前の平成３１年１月、２月の

利用者数の５０％をベースに考えています。その

５０％から更にビジネス客の割合を除き、その半分

が県民だと仮定しています。今年の１０月になって

ようやく令和元年度比３０％を超えてきた状況です。

平成３１年１月、２月の利用者数の５０％までにな

るように数字を設定し、そこからビジネス利用以外

が秋田空港で大体６割、大館能代空港で大体７割だ

として予算額を積算しています。

三浦茂人委員（分科員）

それは分かりますが、実際どれだけ需要が増やせ

るかがポイントです。空港を利用してもらうために、

是非検証してもらいたいと思います。

利用客を増やすというのと同時に、空港ターミナ

ルビルのテナントの利用促進についても併せて載っ

ていますが、２,０００円以上商品などを購入した

場合でなければ、１,０００円の割引クーポン券を

使うことができません。例えば１,５００円の買物

や食事では使えず、要するに２,０００円以上使っ

てください つまり１,０００円は自腹で、トー

タルで２,０００円以上は使ってくださいと そ

ういう意味では消費拡大になると思いますが、空港

でゆっくり時間がある場合もない場合もありますし、

行き帰りのどちらかで利用するのかというのもあり

ます。秋田空港を利用する場合、帰ってきたときに

再度２階に上がることはまずないと思います。

２,０００円以上使うという縛りにどんな効果があ

るのでしょうか。なぜ２,０００円以上と縛りを入

れたのでしょうか。１,０００円以上だったらよか

ったと思いますが、いかがですか。

交通政策課長

２,０００円以上としたのは、三浦委員も御指摘

されましたが、消費の牽引を考え１,０００円クー

ポン券を配って２,０００円以上使っていただき、

空港内の店舗にひ益するようにという観点で考えた

からです。昨年度の事業でも空港ビルの売上げが

３０％超伸びたり、各テナントでも一人当たりの購

入額が伸びました。特に昨年度、秋田空港ターミナ

ルビルでは、１０月１日から１２月末までの期間で

実施しましたが、１か月もたたずにさばけてしまい、

フロアの違いや搭乗便にあまり左右されずに使われ

ました。

三浦茂人委員（分科員）

ちなみに、このクーポン券はどの時点で利用客の

手元に来るのですか。航空チケットを買ったときに

クーポンが渡されるのですか。それとも何か空港で

手続したときにカウンターでもらえるのでしょうか。

実務的ですみませんが教えてください。

交通政策課長

基本的にはチケットの提示をもって、両空港のカ

ウンターなどに引渡し場所を設置してクーポンを発

行する予定です。最近は電子チケットの場合もあり

ますので、それを見せていただくことで引換えする

形を考えています。

石川ひとみ委員（分科員）

対象期間が１月の中旬から２月２８日というと、

ほぼ１か月だと思いますが、往復利用する場合は、

出発と帰りのどちらかが、この期間が外れる場合も

あります。例えば、出発が１月中旬前だったり、逆

に帰りが対象期間の後の場合はどうなりますか。

交通政策課長

今回の制度設計上の考えとしては、基本的に往復

いずれもこの期間内に収まるような形で線を引かせ

ていただきたいと思います。

石川ひとみ委員（分科員）

予算がなくなり次第終了とのことですが、どの時

点で県民にお知らせするのでしょうか。大幅に余り

そうな場合は、早めに教えてくれると思いますが。

交通政策課長

予算が余って対象期間を延ばせる余地が出てきた

場合ですか。

石川ひとみ委員（分科員）

２月末で事業が終わるとのことですが、大幅に余

るとすれば、期間の引き延ばしはありますか。

交通政策課長

基本的には、財源の関係も含めて年度内の終了と

いう制約がありますので、期間としては２月２８日

で締めざるを得ないと思っています。そのため、Ｐ

Ｒを最大限行うことで、余りを出さないよう努力さ

せていただきたいと思っています。

石川ひとみ委員（分科員）

なくなり次第終了だとすれば、予算の執行状況な

どは教えていただけるのですか。

交通政策課長
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このキャンペーン自体が始まるときにポスター、

ラジオ、ネットなどの様々なツールを通じて周知さ

せていただきます。申込みが多くて打切りという情

報についても同様の形で 全てが一緒のメディア

を通じて発信できるかどうかは確約できませんが、

必ず県民に伝わるような形で周知することを考えて

おります。

鈴木真実委員（分科員）

同じ事業について伺います。各航空路線の往復と

いうことですが、例えば、秋田空港からまず羽田空

港に行って、そこから電車を使って大阪に行った上

で秋田空港に戻ってくる場合は対象になるのでしょ

うか。往復には当たらなくなりますか。

交通政策課長

路線の同一性は求めていません。飽くまでも秋田

県内の空港発着の路線を使ってインアウトしてもら

うことを考えています。例えば秋田空港発で羽田空

港着の後、羽田空港から大館能代空港に帰ってくる

のも対象に入れるべく考えています。この制度の趣

旨の根幹は、秋田県内の両空港発着の路線を使って

もらうことですので、それに沿っている限りは、基

本的には対象にして運用していきたいと考えていま

す。

鈴木真実委員（分科員）

それは大変いいと思います。キャッシュバックの

手続についても教えてください。

交通政策課長

先ほどは詳細に説明しませんでしたが、基本的に

は本人確認ができるもの、乗ったことが確認できる

もの、支払い金額が確認できるもの、これら３つの

カテゴリーで、書類の写しないしは現物を郵送かウ

ェブ登録していただくことを考えています。それを

確認した上で、口座振込により後日キャッシュバッ

クさせていただく予定です。

鈴木真実委員（分科員）

本人が直接県の窓口に来て申請する手法はないの

でしょうか。

交通政策課長

現状では郵送かウェブ申請を考えておりますが、

ニーズの多さに応じて、県の窓口で対応することも

検討したいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

直接現金を扱うというのはなかなか難しい部分も

あると思いますが、その辺も考えていただきたいと

思います。

次に県内空港を利用した旅行商品造成強化事業に

ついて伺います。いろいろな専用サイトがあります

が、サイト開設費用の１４５万８,０００円という

のは、相場感としては適切だと思っているのでしょ

うか。

交通政策課長

当課としては妥当な金額だと考えています。特に

新しい何かを作るのではなく、既存のサイトにペー

ジを新規で追加する費用になりますので、それを踏

まえた金額設定をさせていただいています。

鈴木真実委員（分科員）

事業者への定期的なメール配信等を行うようです

が、どのような事業者に配信されますか。

交通政策課長

事業者は基本的に旅行代理店になります。今年度、

商品造成をしていただく方々に対して、いろいろア

ンケートをさせていただきました。いただいた声と

して、「助成制度の内容があまり分からない。」、

「秋田県内で旅行商品を組んだときに、昼食場所を

どこにしたらいいか分からない。」、「最新の観光

情報がなかなか手に入らない。」といった声が多く、

サイトを通じて旅行代理店に対して情報発信や、問

い合わせができるようなフォームをしっかり作って

いきたいというところを出発点としています。

鈴木真実委員（分科員）

旅行代理店に対しての情報提供ということですね。

前に戻りますが、観光振興課では冬割キャンペーン

などあります。私も１１月１９日 キャンペーン

が始まった日に宿泊施設に問合せしたときに、よく

分からないのか、非常に手間取った電話応対を受け

ました。こうしたことを解消する方策はあるもので

しょうか。加盟された宿泊施設に対する事前の丁寧

な説明等があれば、もっとスムーズにできるような

気がします。

観光振興課長

冬割キャンペーンでは事前に説明会を開いて、宿

泊施設やクーポン利用施設に対し、マニュアルを配

り、しっかり対応するようにお願いをしている状況

ですが、対応の違い等は、施設によって若干出てく

るかとは思います。

鈴木真実委員（分科員）

交通政策課が事業者への定期的なメール配信を実

施する予定なので、いいかと思い提案しました。そ

ういった手法は考えられませんか。

観光振興課長

新しい事例が出た場合、事務局から伝えたりして

いるとは思いますが、冬割キャンペーンについては、

基本的にパターンが決まっていますので、それをし

っかり理解していただくことをまずはお願いしてお

ります。

佐藤賢一郎委員（分科員）

県内空港県民利用促進事業については、近藤委員

の発言もありましたが、私も県民割を使って非常に

使いやすかったので、同じようにやればいいと思い

ました。キャッシュバックは窓口の作業が大変とい
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うことから考えたことなのですね。５,０００円な

ら５,０００円値引きすればいいのではないかと思

いますが、そう簡単にはいかないと。業者に負担を

掛けないようにと、この方法になったと予想します

がどうですか。

交通政策課長

おっしゃるとおりです。クーポン券などいろいろ

な仕組みが選択肢としてありましたが、一番シンプ

ルに、かつ残りの期間を考慮して、より早くキャン

ペーンを実施するためにはどうしたらいいのかを考

えました。仕組みとしてより簡潔に、シンプルさを

追求した結果、最善の選択肢だったと思います。

佐藤賢一郎委員（分科員）

県民割は非常に使いやすいというのがあって

窓口の負担にならないように、何かいいやり方を取

れば、県民も使いやすいし業者もやりやすい も

っとスムーズにいく方法もあるかと思いますが、こ

れでやってみてもいいと思います。

空港ターミナルビルテナント利用促進事業に関し

て伺います。このクーポン券は、往復航空券に対し

て１,０００円の額面を発行するのでしょうか。そ

れとも片道で発行されますか。

交通政策課長

片道につき１枚で、航空券１枚持っていれば交換

してもらえます。往復であれば２枚もらえます。

佐藤賢一郎委員（分科員）

往復だと２,０００円ですね。

交通政策課長

はい。

佐藤賢一郎委員（分科員）

例えば３人家族の場合は、６,０００円の補助が

受けられることになります。また県民割の話を出し

て申し訳ありませんが、県民割は１回幾らではなく

て、１泊幾らですね。例えば４泊する場合は、

８,０００円のクーポン券がもらえます。お釣りは

もらえませんが、１,０００円以上買物をすれば現

金として使えますので、すごく使い勝手がいいので

す。「お釣りは出ませんが。」と差し上げれば、使

う側からすれば、非常に使い勝手がいいものになり

ます。それをあえて倍以上の金額を購入しなければ

使えないというのは、せっかくのありがたい券が、

印象を少し悪くしてしまう感じがするのです。その

点、県民割はすごく良かったと思います。それをあ

えてそのまま踏襲しないで できるだけたくさん

お金を使ってもらうために考えたと思いますが

分からないこともないのですが、使う人の使い勝手

を考えれば、お釣りが出ないほうが使い勝手がいい

のではないかと思います。どうでしょうか。

交通政策課長

これは昨年度の事業の続編という形で 昨年も

実質自前で経費を掛けずに両空港ビルに委託し、布

陣があまりいない中で実施しました。ユーザー側や

運営側の不満はそんなにありませんでした。むしろ

「ありがたかった。」という声が多かったものです

から、そのスキームをあまり崩さないとしたのが出

発点です。クーポン券の使い方については、先ほど

三浦委員とのやり取りの中でもありましたが、その

性質上、使い方はいろいろあると思います。テナン

ト支援という側面もありますので、１,０００円の

クーポンで１,０００円未満の商品を購入するより

は、より使ってもらうことを念頭に制度設計をして

いることに対して、御理解していただきたいと思い

ます。

今後また同じようなことをやる機会があったとき

には、もちろん今回の成果や課題をしっかり踏まえ

ながら、改善していきたいと思いますが、今回につ

いては、前回の結果や関係者の声などを踏まえた上

で、制度設計させていただいているところです。

近藤健一郎委員（分科員）

昨年度は飛行機に乗っておらず、クーポン券も使

ったことがないのでまだ仕組みが理解できません。

飛行機の搭乗手順として、カウンターに行かなくて

も、直でバーコードをかざせば搭乗できますよね。

そういう人はもらえないですよね。そういった人は、

クーポン券があるのが分かるのですか。

交通政策課長

昨年度実施した際には、秋田空港の場合、２階の

エスカレーターを上ったところでクーポン券の引換

えをしました。今年も基本的に同じく考えています

が、エスカレーターを上った先のテーブルで引換え

ができる形で 基本的には来られる方の動線を踏

まえて引換場所を検討しています。周りが見えない

くらいの勢いで走り込んでこない限りは、分かるよ

うにさせていただいているつもりです。ポスターな

どでも可能な限りＰＲをした上で、こうした態勢を

取りますので、見落とされることは基本的にないと

考えています。

近藤健一郎委員（分科員）

カウンターのイメージしかなかったのですが、改

めてそういった場所を設けてやるということですね。

分かりました。ところで、１,０００円を出してク

ーポン券を買うことになりますか。

交通政策課長

航空チケットを見せていただければ、お金を払わ

ずしてクーポン券をもらえる仕組みになっています。

近藤健一郎委員（分科員）

使うつもりでチケットを提示して、クーポン券を

入手しても、途中で気が変わり、使わないで飛行機

に乗った場合は無駄になりますし、使用枚数が変わ

ってきますよね。半分が無駄になるかもしれないと
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いうのだったら、お金を出して買わせたほうがいい

と思いますが、どうでしょう。

交通政策課長

まず利用率という考え方があります。昨年の数字

ですが、秋田空港で６割ぐらい、大館能代空港で４

割ぐらいの利用率でした。昨年は実施期間が長かっ

たのですが、基本的には１か月で 要はもらって

から１か月以内に使ってくださいという仕組みだっ

たので、状況を見ながら微調整して実施しました。

今年度は実施期間が短く、調整がどこまでできる

か不透明ですが、昨年度の利用率を参考に状況を見

ながら リスクをどう追うかというのはあります

が、大量に余すことがないように、両空港ビルとも

話をしながら、発行する枚数を調整していきたいと

思っています。

近藤健一郎委員（分科員）

分かりました。調整するということで納得いたし

ました。

県内空港県民利用促進事業に戻ります。県のほか

に、大館市、能代市、北秋田市でもキャッシュバッ

ク事業を実施していますが、手続が煩雑になるので、

どこか一箇所で申請ができないものでしょうか。

交通政策課長

大館能代空港では、大館市に限らず北秋田市、能

代市を含めてキャッシュバックする事業があります。

この１２月からの２往復に併せて、更に気合を入れ

て上乗せをしているところもあります。手続が一本

化されればいいですが、いい意味でアナログで

先ほど鈴木委員からも御指摘がありましたが、基本

的には郵送やウェブ申請になります。制度的には併

用不可にするつもりはありません。他市の割引が使

える場合は、更に航空券が実質安くなっていきます

ので、不便を掛ける部分がありますが、基本的には

それぞれの自治体に申請していただく設定にさせて

いただいています。

近藤健一郎委員（分科員）

分かりましたが、併用が可能だとすれば県分の事

業に係る事務を市に下ろせばいいのではないですか。

市に割引制度がある市民が 例えば私の場合は、

北秋田市役所へ行き、市の分と県の分の申請書を一

緒に頂くことでいいと思います。市は県から委託さ

れた場合、忙しくなるのが嫌なのですか。一緒にで

きるでしょう。このままでは、市の窓口にも航空券

の控えを持って行かなければいけないのですよ。県

分も一緒に受付けてもらえば、申請は一回で済む気

がしますが、どうでしょうか。

交通政策課長

申請手続についてどこまで工夫ができるかを、今

後委託する事業者が決まるタイミングで委員の御指

摘を踏まえ この期間内で難しいと思いますが、

どこまで工夫できるかを委託先の事業者と協議して

もちろん一番は申請者の負担を最小限にするこ

とだと思いますので、もう少し詰めさせていただき

たいと思います。

石川ひとみ委員（分科員）

私もテナントビルの利用促進について伺います。

前回は実施期間が長かったわけですが、今回は約

１ヶ月です。実施期間が長いときはいいかもしれま

せんが 往復すれば２枚のクーポン券が発行され

ます。食事も含めて４,０００円以上使えばいいで

すが、家族で行った場合でも使い切れない場合があ

るかもしれません。クーポン券の使用期間だけは、

もうちょっと後まで延ばしてもいいのではないかと

思いますが、いかがですか。

交通政策課長

航空運賃のキャッシュバックと同じで精算の関係

がありますので、やはり閉じる期間は同じにならざ

るを得ません。こちらは手計算で精算後に報告をし

てもらうため、県の手続を考えて期間を逆算すれば、

この期間内で閉じざるを得ない状況です。もちろん

長くできることにこしたことはないですし、そうし

たい部分は当然ありますが、事後的な予算の締めの

関係で、期間を設定せざるを得ないという点につい

ては御理解をいただきたいと思っております。

石川ひとみ委員（分科員）

趣旨は分かりますが、例えば３人だったら、１万

２,０００円ということになるわけでしょう。

【「６,０００円じゃないか。」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

１人２,０００円だから、６,０００円。

石川ひとみ委員（分科員）

後日空港で食事するようなことがあれば、いいか

もしれませんが、なかなかクーポン券を使い切れな

いと思います。事業の趣旨は分かりますが、もう少

し融通が利かないものかと思います。使用期限が２

月２８日で３月末ではありませんので、例えば１週

間から１０日ぐらい延ばして使えないものかと思い、

伺いました。絶対的に難しいものでしょうか。

交通政策課長

もちろんその点は、検討の際に最大限こだわった

部分です。より長く、より期間を取りたいというと

ころで、事務的な作業分量や期間を踏まえて判断し

たところです。当初、使用期限を２月中旬と考えま

したが、最大限広げて、２月２８日に設定させてい

ただきました。事務処理を考えればこれが限界点だ

と思います。可能な限り広げてこの期間に設定させ

ていただきましたので、委員のお気持ちは私も強く

共有できますが、その後の事務的な手続の観点から

すると、これが限界だと思います。

三浦茂人委員（分科員）
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航空運賃のキャッシュバックを口座に振込すると

のことですが、家族の中に大人と子供がいた場合、

子供の口座があればいいですが、ない場合もあるか

もしれません。その場合はどうなりますか。

交通政策課長

その場合は、保護者の方と同一の口座を書いてい

ただく形で対応することになると思います。

三浦茂人委員（分科員）

振り込みするとなれば、当然振込手数料が掛かる

わけです。予算額６,５３５万９千円の中には、振

込手数料分が含まれていますか。

交通政策課長

振込手数料を加味した上で、事務局運営費経費と

して積算しています。

三浦茂人委員（分科員）

振込手数料はどのくらいになりますか。

交通政策課長

予算額の約７.１％の４６５万円を事務局運営経

費にしていますが、その中の振込手数料については

２１５万４,６００円 １８９円の単価で、

１万１,４００人分の積算をしています。

三浦茂人委員（分科員）

単純に６,５００万円の予算で、一人当たり

５,０００円助成した場合、１万３,０００人が助成

対象になります。助成単価を掛ければそうなります。

個別に振り込む方法もありますが、利用される方は

いろんな利用形態があると思います。例えば県内在

住者で、往復チケットを旅行代理店を通して購入し

たときに、その旅行代金が東京秋田往復で３万円だ

としたら、そこから旅行会社で５,０００円引き、

残りの代金を精算してもらうのでしょうか。その作

業を旅行代理店が行うのかは別にして、１０日に１

回とか、２０日に１回で精算して、県から旅行業者

や航空会社に払うことはできませんか。そのほうが

経費も掛からないですし、お客さんもチケットを買

った時点で既に割引の恩典を受けられるわけです。

そういった方法は考えていないのですか。

交通政策課長

旅行代理店が販売している商品から、引いた形に

することは考えておりませんが、利用者の負担軽減

という観点で、代理で手続きしてもらうことができ

ないかどうかなど、今後委託先を決める中で、ユー

ザー側の負担をどこまで軽減できるかを詰めていき

たいと思っています。原則として、郵送ないしはウ

ェブ申請で利用者が応募し、指定された口座にキャ

ッシュバックするというスキームを考えております。

三浦茂人委員（分科員）

ベーシックなところはそれでいいですが、明らか

に単純な往復利用だとはっきり分かっている場合で

あれば、購入する時点で恩典を受けられるようにす

るべきです。忘れた頃に振り込まれて戸惑うよりも、

その時点で恩典を受けられます。手続きも簡便化さ

れますし、委託業者や航空会社と連携することで、

送金手数料が何百万円と浮いてくるわけです。当然

検討に値すると思います。是非検討してください。

交通政策課長

委員の問題意識や御趣旨をしっかり踏まえた上で、

委託事業者の選定を進めていきたいと思います。

委員長（会長）

県内空港利用促進緊急対策事業について、ほかに

ございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

石川ひとみ委員（分科員）

地域公共交通等新型コロナ対策事業で、バスとタ

クシーとレンタカーの支援について記載されていま

す。以前も同様の事業ありましたが、対象車両数は

前回と変動がありますか。

交通政策課長

基本的には大きな変動はありません。数台の増減

はありますが、何十台もタクシーの台数が減ってい

る状況には至っていないと認識しています。

石川ひとみ委員（分科員）

事業継続という趣旨は成功し、企業の車両台数を

減らさずに済んだと捉えていいですか。

交通政策課長

昨年からの事業で今年度も支援していますが、先

ほども申し上げたように、車両増減はゼロではあり

ません。廃業したタクシー事業者もありましたが、

全体で見たときには車両の台数というのは大きく変

化がありません。事業者数についても、基本的には

キープできていると思います。各業界団体からは、

「この支援は大変ありがたい。」という声を頂いて

おり、事業の効果はあったと考えています。

石川ひとみ委員（分科員）

事業主にも好評だったということですごく良かっ

たと思います。この事業により少しでもプラスにな

って、頑張っていただきたいと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。よろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

次に、文化振興課の議案について質疑をお受けし

ます。

三浦茂人委員（分科員）

あきた芸術劇場整備について伺います。ようやく

ここに来て埋蔵物というのですか いろいろ分か

ってきて金額が出てきました。現段階で、令和３年

度として１億７,０００万円の増、令和４年度に

３,０００万円の増、トータルで２億円が掛かり増

しになったという理解でよろしいですね。
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文化振興課長

２億円については、継続費の補正額になります。

今回掛かり増しになる経費として、本体建設費の

１億９,５００万円を増額していますが、まだ精査

中です。現段階では１億９,９００万円ぐらいの掛

かり増しになる見込みです。掛かりましになる

４００万円については、建設工事費の執行残額を活

用して変更契約をする予定です。

三浦茂人委員（分科員）

まだまだ金額は動くと理解しますが、地下埋設物

の撤去費用はどのくら掛かりましたか。

文化振興課長

埋設物撤去費の主なものは運搬費ですが、それ自

体は金額としては大きくなく ４トントラック数

台分の２０万円ぐらいで、柱状改良仕様変更対応等

経費の８５６万７,０００円に含まれています。

三浦茂人委員（分科員）

軟弱地盤の対策が必要なことが、今年の１～２月

頃に分かったものの、６月議会も９月議会も精査中

で金額が全く出てこなくて、ようやく今回出てきた

わけです。この程度の金額だったら、もっと早い段

階で我々に示してもらうことができたのではないか

という気がしますが、どうですか。

文化振興課長

報告がこの段階になってしまい申し訳ありません。

建築工事だけでも１４０億円から１５０億円の大き

な工事なので、簡単に工事費をお示しすることは難

しかったところです。今回はインフレスライド条項

に基づく増額などもあり、工事費単価、資材単価、

労務単価など全てを見直すことで、時間が掛かって

しまいました。

三浦茂人委員（分科員）

分かりましたが、インフレスライド条項は契約上

あらかじめ申合せというか 決まったルールがあ

ってやることでしょうから、これで増えていくこと

はやむを得ないことだと思います。継続費が２億円

増えましたが ５ページの参考の表で、本体施設

整備費２０７億７,２４５千円が２０９億２,２４５

千円、プラス１億９,５００千円になります。県民

会館の解体費と移転補償費等がそれぞれマイナス１

億円で、総事業費の２５４億円は変わりませんが、

疑問に思ったのは、県民会館の解体費と移転補償費

等は既に終わった話です。減額補正をしたわけでは

ないですよね。

文化振興課長

県民会館解体費と移転補償費等については、平成

２９年度から令和２年度までの継続費で、今回増額

する継続費とは別に設定していました。令和２年度

で精算済で、不用額が合わせて２億円になります。

三浦茂人委員（分科員）

今は令和３年度ですから、令和２年度が終わった

時点で総事業費が２５４億円から２５２億円になっ

たという説明があったのですね。

文化振興課長

申し訳ございません。マイナス２億円については

説明していませんが、平成３０年６月議会の全体事

業費に係る説明時において、総事業費が２５４億円

で変わらないという説明をしています。

三浦茂人委員（分科員）

私が産業観光委員会に所属したのは、今年の４月

からなのでその前の細かいことまで分かりませんが、

２億円増えてもトータルで変わらないという説明は

県政協議会でも聞きました。それはそれでいいです

が、解体や移転補償はとっくに終わった話であり、

今回２億円が増えた分を元の２５４億円に収めるた

めに、マイナス分の２億円の話を出すのは違和感を

感じます。令和２年度の時点で２５２億円に圧縮に

なりましたという前提で、今年度２億円増えたので

２５４億円に戻りましたというのなら分かりますが

令和２年度に総事業費が２億円減ったというの

は、議会側に報告があったかどうかを聞いたのです。

説明しなくても良かったことなのですか。

観光文化スポーツ部長

５ページに参考として全体事業費を示させていた

だいていますが、細かいことを言いますと、最初の

２５４億円から競争入札により契約した段階で、金

額が落ちたり、先ほど安田課長が説明したように、

令和２年度決算により不用額が出て落ちたりしてい

ます。総事業費が２５４億円を上回ったことはあり

ませんが、工事の精算ではいろいろ波がありました。

その都度全部説明しているかというとそうではあり

ません。昨年の決算不用額については、個別に説明

をしていますが、全体事業費が「２５２億円になっ

た。」、「２５３億円になった。」など、その都度

説明はしてきていないところです。

最初、平成３０年度６月議会で２５４億円と示し

た後は、昨年コロナにより工事期間が延びて、一時

９億円ほど増額させていただいたときに２５４億円

の中には収まっているという説明をしています。工

事費だけで見ると２億円増えた形になっていますが、

実際には１０億円以上 昨年９億円、今年２億円

ですので計１１億円増えていますが、入札の請差に

よる減などもあります。それら全てを説明してきた

かと言われると、説明はしてきていません。節目、

節目で、特に減るところや増えたところがあっても

総額２５４億円という説明をしてきています。

三浦茂人委員（分科員）

分かりましたが我々も知らない 決算では不用

額が出たというのは、それは決算審査での話だった

かもしれませんが、増減の途中経過を説明してもら
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わなければ 我々は２５４億円という数字しか分

からないのです。今の説明を聞けば、そういうこと

があったのだろうなと分かりますが 細かい数字

は一々説明しようがないと言えばそれまでですが、

一大事業なので増えても減っても、その都度現状が

分かるように時系列で説明して欲しいと思います。

皆さんは手元に資料があるでしょうが、我々にも示

してもらわないと、議論がかみ合わなくなってしま

います。変更後の２５４億円という数字しか私の頭

の中にないわけです。見当違いのことを言っている

かもしれませんが、１～２億円違っても２５０億円

を超える大事業ですし、決まった以上はいいものを

造らなくてはいけません。

不可抗力による掛かり増しは誰の責任でもありま

せん。圧縮することはもちろん大事ですが、その都

度報告をしてもらい議論していくような下地を作っ

てもらわないと、これだけの大事業は成し遂げられ

ないと思います。この後も是非、小まめに報告して

ください。委員会で無駄な時間を費やさないように、

そこは何とかよろしくお願いします。

観光文化スポーツ部長

こういった事業費の動きについては、よりきめ細

かくしっかりと説明してまいりたいと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。よろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

そうすれば、あきた芸術劇場管理運営費に係る債

務負担行為の設定についての質疑をお受けします。

三浦茂人委員（分科員）

７ページに、来年の１月に公募による工事現場見

学会の開催と記載されています。いいことだと思い

ますが、例えば我々委員会の見学会は予定されてい

るのか、参考までに教えてください。

文化振興課長

産業観光委員の皆様にも是非見ていただきたいと

考えておりますが、受入れ側の施工業者などの都合

もございますので、後ほど御相談させていただきた

いと思います。

鈴木真実委員（分科員）

今回債務負担行為限度額として８億８,３０１万

３,０００円を設定する予定ですが 三浦委員の

話と重複する部分もありますが、年度ごとに見直す

例えば令和４年度、令和５年度と収入や支出が

確定されていきますが、今後減額することはありま

せんか。

文化振興課長

今回の始期は年度途中の令和４年６月からになり

ますが、５年間の期間で指定管理をお願いすること

としており、その期間で指定管理者が運営計画を立

ます。こうした指定管理者制度の趣旨上、年度ごと

の見直しは難しいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

飽くまでも従来どおりの指定管理料であり、期間

としては開業から始まるので、４年と１０か月にな

ると理解すればいいわけですね。

文化振興課長

おっしゃるとおりです。次回債務負担行為限度額

を設定する令和９年度では、今回の実績を踏まえて

指定管理料を見直すことがあるかとは思います。

松田豊臣委員（分科員）

この収入計画は、間違いなく予定どおりに進んで

いくのでしょうか。

文化振興課長

大ホール、中ホールなどのホール使用料、練習室

など それらは１７部屋あり、諸室という言い方

をしますが、こうした諸室の使用料や駐車場の使用

料、自主事業及び指定管理者が企画して行う公演な

どの入場料収入から収入計画を立てます。これらに

ついては正直、やってみないと分からない部分があ

ることから、県民会館、秋田市文化会館、ジョイナ

ス（秋田県生涯学習センター分館）のこれまでの稼

動率などを見ながら推計しています。堅く見込んで

いることから、お示しした収入額は見込めると考え

ております。

松田豊臣委員（分科員）

支出を平均すると大体１億８,０００万円弱にな

りますが、見込み以上の収入になるように、指定管

理者を含めていろいろと取り組んでいただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長（会長）

ほかにございませんか。よろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

次に、スポーツ振興課の議案の審査を行います。

近藤健一郎委員（分科員）

県立体育館の使用頻度は高いですか。

スポーツ振興課長

月ごとの日程表で使用状況を見てみると、大体８

割方は予定が入っており、空いている日はほんの数

日しかないという状況です。

近藤健一郎委員（分科員）

老朽化が進んでいますが、築６０年を迎える令和

１０年頃に建て替えを計画しているのですか。

スポーツ振興課長

令和１０年がちょうど築６０年目になりますので、

管理計画に従って建て替えを計画しております。

近藤健一郎委員（分科員）

基本構想を策定するための予算は、来年度当初予

算で計上されますか。
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スポーツ振興課長

来年度は基本構想の策定に先立つ様々な調査をし

たく、そうした基礎調査に要する経費を計上したい

と考えています。

近藤健一郎委員（分科員）

この間、北林丈正議員が県立体育館の整備につい

て一般質問をしました。知事も観光文化スポーツ部

長も答弁されておりますが、答えていないところが

あるのでお聞きします。新Ｂ１リーグ（Ｊａｐａｎ

Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｂａｓｋｅｔｂａｌ

ｌ Ｌｅａｇｕｅ、略称Ｂ．ＬＥＡＧＵＥの１部リ

ーグのこと。）がトップリーグとしてスタートする

ことが決定しました。秋田ノーザンハピネッツも新

Ｂ１リーグに参入するために２０２４年１０月の入

会審査時点でアリーナの実施設計の進捗と施工者決

定が必須になるようですが、それは事実ですか。

スポーツ振興課長

Ｂリーグでそういった基準を発表していることは

事実であります。

近藤健一郎委員（分科員）

築６０年を迎える令和１０年の２０２８年に建て

替えとなると、Ｂリーグの入会審査時点の２０２４

年では整合性が取れない 整合性という言葉は語

弊があるかもしれませんが、その辺はどう考えてい

ますか。

スポーツ振興課長

築６０年目の建て替えは大分前からの予定であり、

そのつもりで進めてきていました。最近になり、Ｂ

リーグ側から基準が提示されましたが、建設に係る

基本構想の策定には、先ほど申し上げた基礎調査な

どを含めると３年近く要します。建設期間も三、四

年を要しますので、予定どおり進めたとしても、

２０２４年１０月の段階では実施設計を終えること

は非常に厳しいと思います。

近藤健一郎委員（分科員）

「ノーザンハピネッツから早期整備の要望を受け

ているところであり、可能な限り前倒ししたいと考

えている。設計、施工についても、一定の短縮が可

能なものと考えていることから、現在取り組んでい

る基礎調査に向けた検討事項の抽出や課題整理など

を急ぎ、早期の着手を目指す。」と知事は答弁され

ていますが、２０２８年より完成を早めていく予定

はありますか。

スポーツ振興課長

この整備には公民連携、ＰＦＩ（公共施設等の設

計、建設、運営などに、民間の資金とノウハウを活

用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、

効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るこ

と。）などの手法を導入するかどうかも含めて検討

していくことを考えています。そういった手続を従

来の整備手法に加えて行うことから、着工までの手

続に要する期間が延びる可能性が若干なりともあり

ます。一方で設計以降の手続に要する期間は縮む可

能性もあります。どの程度短縮が可能なのか、ある

いは、法定の手続が多数含まれることから、どの程

度延びていくのかについては、来年以降の基礎調査

と基本構想策定の中で詳細に検討しないと分かりま

せんが、現段階では２０２８年の完成を念頭に置い

ているところです。

近藤健一郎委員（分科員）

基本構想を策定して、いろいろ調査をすることは

事実ですよね。こうした中で、来年３月から５月に

かけ天井を改修し、約４億円をつぎ込むよりも基礎

調査を待ったほうがいいのではないですか。

スポーツ振興課長

仮にその調査を行い、建て替えに向かっていくに

しても、天井を直さないと完成までの７年の間休館

しなければなりません。１年ばかり掛けて天井を張

り利用を再開した上で、基本構想の策定をはじめと

する建て替えの諸手続に進んでいきたいと考えてい

ます。

近藤健一郎委員（分科員）

先ほど、月の８割使用されていると説明がありま

した。かなり使用されていると思います。県立体育

館で競技するのは憧れだし私も夢でありましたが、

新しい体育館ができるまで七、八年掛かる ５年

ぐらいかもしれませんが こうした状況の中で、

４億円もする改修は必要ですか。

最近は由利本荘市のナイスアリーナみたいな大き

い施設もあるし、横手市でも建設構想があります。

今では県内の各自治体で大きな体育館を持っている

のです。七、八年待てないものかと思いますが、い

かがでしょうか。

スポーツ振興課長

県立体育館は、コロナがなければ年間で１２万人

程度が利用されています。現在は、関係団体に休館

することを伝え、ほかの体育館に回っていただいて

いる状況ですが、やりくりに相当苦労されていると

いいますか、設備的にも不十分な体育館も非常に多

く、全国的な大きな大会を開くには、どうしても秋

田市でなければならないケースもあります。全てを

他施設で回すことは現実的でないこともあり、なる

べく早く再開したいと考えています。

近藤健一郎委員（分科員）

それも分かりますが、七、八年先に新しい施設が

出来る予定なのに、今改修に４億円を掛けることに

ついてどう考えますか。秋田市立体育館の使用状況

はどうなっていますか。

スポーツ振興課長

数字はありませんが、県立体育館と同じ程度か、
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それ以上に使用されているものだと見ております。

近藤健一郎委員（分科員）

何回も言いますが、基本構想が終わるまで待てば

いいではないですか。そこからでも遅くないのでは

ないかとは思います。この二、三年をどう捉えます

か。部長、どうでしょうか。

観光文化スポーツ部長

繰り返しになりますが、スポーツ団体で相当使わ

れていますし、いろいろな大会も開かれております。

確かに由利本荘市のナイスアリーナや秋田市立体育

館があり、大館市にも立派な体育館がありますが、

秋田市で大会を開催したいという希望も相当強くて、

各スポーツ団体から、「早く直してほしい。」とい

う声が相当強く寄せられております。新しい体育館

をできるだけ早く造りたい ハピネッツに配慮し

てということもありますが、建設にはそれなりの年

数も掛かりますので、今の体育館を安全、安心な形

で再開できるように、まずは改修工事をさせてもら

いたいと考えています。

石川ひとみ委員（分科員）

関連しますが、新しい体育館を建てるまで７年ほ

ど休館するかもしれないとお話がありました。改修

してもその後に新しく出来た際は、現体育館は壊す

ことになりますか。

スポーツ振興課長

新しい体育館はどこに建てるかまだ決まっていま

せんが、古い体育館は壊すことになると思います。

石川ひとみ委員（分科員）

新しい体育館の建設場所はまだ決まっていないと

いうことですが、壊すとなると７年の時差を考えれ

ば、近隣に建設するにしても同じ場所に建設はない

ということですか。

スポーツ振興課長

新しい体育館が供用開始されるまで、古いほうは

使用していくことになると思いますので、近隣に建

設する可能性はあるのかもしれませんが、壊してか

ら同じ場所に建てるということではないと思います。

石川ひとみ委員（分科員）

今の体育館を使いながら同じ場所に建設はできな

いでしょうから、今の場所に新しい体育館が出来る

ということはまずないと理解しますが、どうですか。

スポーツ振興課長

そのとおりです。

鈴木真実委員（分科員）

この前の一般質問で、「基礎調査に向けた検討事

項の抽出や課題整理などを急ぎ、新しい体育館につ

いて取り組んでいきたい。」と回答がありましたが、

スケジュール感について再度説明してください。

スポーツ振興課長

基礎調査に向けた課題等の抽出ということですが、

今できることをしっかり進めてコンサルタントなど

に委託していくことになります。契約に向けて、し

っかりとした調査がスタートできるように、まずは

内部作業を急ぐことを考えております。来年１年掛

けて調査を行い、その後基本構想の策定に２年程度

の期間を掛けて進めていきたいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

天井が崩れてきて大変だという今回の状況 直

して使うという事情も分かりますが、こうなる前に

メンテナンスができなかったことについて、どう分

析していますか。

スポーツ振興課長

去年まで天井を張っていた箇所は、屋根の下地と

いいますか かけらが落ちたのは屋根部分の天井

の下地になる部分ですが、天井があった時は見えて

いませんでしたので、その部分をメンテナンスする

ことはなかったと思います。一般質問の答弁にもあ

りましたが、天井を撤去した業者からも、過去に下

地のかけらが落ちていた形跡はないと報告を受けて

いました。今年７月になって覚知しましたので、そ

の前に対策を打つことはできなかったと思います。

鈴木真実委員（分科員）

ほかにもいろいろな県有施設があると思いますが、

調査をしていますか。

スポーツ振興課長

申し訳ございません。剥落の話があってから、県

立体育館の管理委託をしている総合公社ではもちろ

んチェックをしていますが、その他の施設のそれぞ

れの管理者や営繕課が全て見て回ったかどうかまで

は、承知していません。

鈴木真実委員（分科員）

そういったことが大事なのではないでしょうか。

発覚してからでは、どんどん後手になってきます。

２０２８年頃の開館を目指している新しい体育館

建設スケジュールが前倒しになるケースも出てくる

と思いますが、「ＰＦＩ事業も勘案して基本構想を

策定する。」と先ほど回答がありました。従来の手

法とまた違うやり方になりますが、ＰＦＩ事業のメ

リットについて教えていただけますか。

スポーツ振興課長

行政側で計画を立て、基本設計、実施設計から施

工に至る過程で、民間の企業も入れて意見を聞いた

りすることによって、低コストで整備する手法や資

金調達ができることがメリットとされております。

鈴木真実委員（分科員）

今の体育館の改修に４億円を掛けることと、新し

い体育館の整備に関しては、悩ましい点が多くあり

過ぎます。この予算をこのまま通していいものなの

か、非常に難しいと思います。

松田豊臣委員（分科員）
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今回飽くまでも老朽化等による天井部材の件があ

って、こういった話になっていると思いますが、ほ

かの箇所は大丈夫なのでしょうか。

スポーツ振興課長

管理をしている総合公社では、施設をきちんとチ

ェックしています。設備についてはいろいろ更新し

ていますので、年度計画に沿ってきちんと修繕をし

たり、機械を取り替えたりしてきておりますが、そ

れ以外の危険な部分を伴う老朽化している箇所は今

のところございません。

松田豊臣委員（分科員）

耐震性に関しては基準を十分満たしているという

理解でよろしいのですか。

スポーツ振興課長

過去の耐震診断では、専ら鉄骨の梁や構造材を診

断しており、耐震基準は満たしています。

松田豊臣委員（分科員）

今回の天井に関する施工によって、今後七、八年

はもつという理解でよろしいですか。

スポーツ振興課長

剥落した部材の落下を防ぐための天井で、膜の素

材を使用しますので可能だと思います。

三浦茂人委員（分科員）

新体育館はＰＦＩの活用も検討しているようです

が、あきた芸術劇場を造るときにもＰＦＩの活用に

ついて議論したことがありました。そのときは、

「検討はしない。」という答弁があったと思います。

今回は、ＰＦＩの活用も検討すると聞き驚きました

が、同時によくそこまで考えてくれたと思いました。

ＰＦＩを活用しようとする背景はどんなものがあっ

たのか教えてください。

スポーツ振興課長

総務課からの指示により、今後全ての県有施設を

建て替える際には、民間との連携の手法が活用可能

かどうかをしっかり検討してから行うことになって

おります。新しい県立体育館の建設では、最初から

ＰＦＩを活用する前提でありませんが、可能性の調

査をしっかり行い、活用したほうがいいという調査

結果が出た場合には、詳細な手続に入っていくこと

になります。県立体育館に限らず全ての県有施設は、

この流れになっていきます。

三浦茂人委員（分科員）

ＰＦＩの活用が決まったわけではなく、現段階で

は、県費で全部賄う可能性もあるわけですね。

スポーツ振興課長

可能性調査から始めますので、決まったとまでは

申し上げられないところです。

三浦茂人委員（分科員）

分かりました。先ほど近藤委員からもお話があり

ましたが、４億円近い県費をこの時期に投入するの

はもったいない気がします。令和５年に完成しても、

５年たつかたたないかのうちに壊さなければいけな

いことになります。非常にもったいないやり方です。

いろいろ検討されたと思いますが、改修工事につい

て安全を確保しながらもっと簡便に、かつ工事期間

を短くする検討はできなかったのでしょうか。技術

的に無理だったのでしょうか。

スポーツ振興課長

応急対策的な工事についての検討はしました。業

者と営繕課で協議し、ウレタンフォーム（ポリウレ

タンを発泡させた断熱材のこと。）を吹きつける工

法が考えられましたが、吹きつけた上のＡＬＣ板

（軽量気泡コンクリート）が大分古くなっているこ

とや吹きつけたものごと落下するおそれ、また照明

の配線もあることから採用を見送り、膜の天井を張

って落下を防ぐほかないと結論付けました。

三浦茂人委員（分科員）

業者は仕事があればいいし、しかも確実な方法を

提案してくるでしょうから、それを駄目とは言いま

せんが、何かもったいない気がします。もっと早く

気がついていれば、休館期間をこんなに長くしなく

ても良かったのではないかと思います。利用者に対

して非常に申し訳ないというか、残念なところがあ

ります。

新年度予算には基礎調査費等の計上を予定してい

るそうですが、そもそも建設場所はまだ決まってい

ません。基本設計だとしても場所、敷地の広さ、形

状が決まらないと、建物の設計はできないと思いま

す。個人的には、現体育館を使用しながら新体育館

の建設を行うためには、隣のグラウンドに建てて、

終わったら現体育館を解体すればいいと思っていま

す。そのためにも、建設場所を早く決めたほうがい

いのではないですか。県の土地なのか、市の土地な

のか、いろいろ入り混ざっているところもあると思

います。年度当初に場所の案を出し、議会で議論を

していけば、反対する声はそんなに出ないと思いま

す。いずれ建設場所は八橋でしょう。今の運動公園

内に建てるというのが大前提というか、基本だとす

れば、スケジュール感はどうなりますか。

スポーツ振興課長

来年度は詳細な基礎調査を予定しております。も

ちろん需要の予測に基づいた規模、機能、駐車場な

どによって建物の形状や大きさが決まってきます。

更にどういった条件の土地がいいかも調査しますの

で、基礎調査の結果として、候補地の検討基準を出

していきたい思います。

三浦茂人委員（分科員）

最後にしますが、いろいろと費用を積み上げてい

かないと決められないと思いますが、建設費用は実

際に幾ら掛けるのでしょうか。現時点で新スタジア
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ムは１００億円だと言われていますが、県立体育館

はどうなるのでしょうか。県有施設なので、全額県

費を投じるわけですが、もう少しスピード感を持っ

て決められるのではないのかという気がするのです。

ＰＦＩを活用するにしても、できるだけ早くいろい

ろ公募をしていくなり、段取りについても検討され

ていくと思いますが、今４億円近い費用を投じるの

であれば、もっと早い段階で対応できるような仕掛

けを今から十分に議論してもらいたいと思います。

その点はいかがですか。

スポーツ振興課長

知事も申し上げましたが、極力前倒していきたい

という気持ちはあります。なるべく基礎調査を早期

に着手し、その中でどういった手続がどれだけ前倒

して縮めていけるのか分析し、可能な限り早期の完

成を目指したいと考えています。

委員長（会長）

審査の途中ですが、ここで休憩を挟みたいと思い

ます。再開は３時１５分とします。

午後３時 ４分 休憩

午後３時１５分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

スポーツ振興課の議案についての質疑をお受けい

たしますが、ほかにございませんか。よろしいです

か。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

それでは、観光文化スポーツ部関係の議案の質疑

を終了します。

次に、請願、陳情等はありませんので、観光文化

スポーツ部関係の所管事項の審査を行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

観光戦略課長

【「～大変革の時代～ 新秋田元気創造プランの

素案について」委員会共通資料により、「秋田県

観光振興ビジョンの素案について」提出資料によ

り説明】

観光振興課長

【「秋田県プレミアムスキーチケット申込受付シ

ステムの不具合について」当日提出資料により説

明】

交通政策課長

【「秋田県地域公共交通計画の素案について」当

日配布資料により、「第三セクター鉄道運営助成

基金の現況について」提出資料により説明】

スポーツ振興課長

【「第４期秋田県スポーツ推進計画の素案につい

て」提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及びその他の所管事項についての

質疑を行います。質疑は各課一括で行います。

三浦茂人委員（分科員）

第三セクター鉄道運営助成基金について伺います。

処分可能部分が、秋田内陸縦貫鉄道は令和５年度中、

由利高原鉄道は令和１３年度中に枯渇し、処分制限

部分を入れても、それぞれ令和１２年、令和２７年

まで時間稼ぎはできますが、なくなるのは目に見え

て分かっています。基金枯渇後というよりも、今か

ら枯渇するのを前提に考えていく必要があるかと思

いますが、いかがですか。それとも、基金が枯渇し

てから考えるということですか。

交通政策課長

おっしゃるとおりであり、指をくわえて枯渇する

のを待つのではなくて、状況を見ながらすぐに検討

を始めなければいけないと考えています。コロナ禍

の状況で、現在は利用者数の変動がありますので、

落ち着いてきた段階で沿線市と今後の支援の体制の

在り方について、議論を重ねていきたいと思ってい

ます。

三浦茂人委員（分科員）

基金の処分制限を解除するのは、やむを得ないの

かもしれません。あるものは使えばいいではないか

という発想もある意味必要だと思いますが、何とか

大丈夫だと安心してしまうと問題が先送りになりま

す。担当者も替わっていきますので、ロードマップ

を早急に策定し、枯渇を前提に対策をしていくべき

だと思いますが、いかがですか。

交通政策課長

正に検討を始めるタイミングで、この後どういっ

た形で段取りを進めていくかも含めて、しっかり位

置づけていきたいと思います。少なくとも先ほど御

説明した公共交通計画でも基金の枯渇というのが何

年頃にあるということで、沿線市と検討をしていく

時期についてを明記していますので、更にブレーク

ダウンしていく作業については、今後の検討の進捗

に応じて進めていきたいと考えています。

委員長（会長）

関連してございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】
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委員長（会長）

ほかにありませんか。

三浦茂人委員（分科員）

第４期秋田県スポーツ推進計画の素案の概要につ

いて、施策５の（２）の②に「新スタジアムの整備

に向けた関係団体等との連携による取組推進」とあ

ります。この関係団体等というのは、どういった団

体を想定しているのでしょうか。

スポーツ振興課長

第一には秋田市であり、サッカー協会等、あるい

はブラウブリッツを筆頭に利用が想定をされる団体

等になります。

三浦茂人委員（分科員）

いずれ今秋田市議会でも、公募の条件がいろいろ

議論されていると思います。１月早々には公募を始

めるという方針が示されている中、「年度内には事

業パートナーも決める。」と市長も発言しています

ので、その時点で連携していく関係団体が具体的に

決まってくると思います。決してサッカーオンリー

のスタジアムではなくて、県民のためのスタジアム

ということで、冬期間にもかかわらずいろいろな利

用を想定しているやに聞いております。関係団体等

というのは何もスポーツ関係だけでなくて、もしか

したら健康のための施設も入ってくるかもしれませ

ん。そういったことを想定して、庁内横断的な取組

が必要だと思いますが、いかがですか。

スポーツ振興課長

多様な使い方をされる施設であるべきことを当初

より認識しています。必要に応じて幅広く意見を聞

くことは十分に考えております。

石川ひとみ委員（分科員）

その他で２点ばかりお伺いします。

わらび座（約１４億４,６００万円の負債を抱え

令和３年１１月に民事再生法の適用申請を行った、

仙北市内に拠点を有する地方劇団のこと。）の民事

再生手続きについて、県民の一人としては突然だと

思いましたが、県ではある程度把握をされていまし

たか。

観光文化スポーツ部長

コロナ禍の状況で緊急事態宣言等があって、人の

移動が制限されている中、お客さんが減少して非常

に厳しい状況にあるというお話は伺っておりました

が、こういった事態になることは伺っていません。

石川ひとみ委員（分科員）

コロナ禍が間もなく丸２年になろうとしています

が、それが主な要因なのか、引き金なのか。そうい

ったところは把握していますか。

観光文化スポーツ部長

わらび座の具体的の経営内容の詳細までについて

は、知る由もないところでありますが、今までは厳

しいなりにも修学旅行や宿泊の受入れや県外公演な

どを継続してきていました。コロナ禍で県外公演も

全部中止になっていますし、県内公演も非常に厳し

い状況であることから、ここまでの事態に至ったこ

とについては、コロナによる影響が大きかったと認

識しています。

石川ひとみ委員（分科員）

県の施設ではありませんが、今後は県でどのよう

に関わっていくのか教えてください。

観光文化スポーツ部長

今回の一般質問でも関連する質問が出ていました

が、わらび座に対する直接的な経営支援というのは、

県の立場としてはできないものであります。これま

で、わらび座の有するネットワークや人的資源を活

用して、様々な事業を委託してきました。例えば、

県外では何百公演と行われてきていますので、わら

び座に秋田の文化や観光などを県外でＰＲしてもら

うことなどは可能ではないかと考えております。そ

ういった新しい事業についても今後検討していきた

いと思います。

石川ひとみ委員（分科員）

今燃料の価格が高騰していますが、公共交通機関

であるバスやタクシーなどに助成を始めている県も

出てきていると伺っています。本県ではどう考えて

いますか。

観光文化スポーツ部長

確かに原油高騰により県内経済にも様々な影響が

出ていると思います。各業界団体にどういった影響

があるか、それぞれからヒアリングをして取りまと

めております。我々の分野だけではなくて、例えば

農業分野など様々な分野に影響がありますので、総

務部で対応について検討している状況です。

石川ひとみ委員（分科員）

ありがとうございます。公共交通の部分で、事業

継続を含めてコロナ対応の事業支援が昨年からいろ

いろ行われており、喜ばれています。燃料価格の部

分も含めて、今後の支援につなげていただきたいと

思います。

観光文化スポーツ部長

どこまでどうするのかというのは、予算的な問題

もありますし、総務部でも検討していただけるもの

だと思いますので、適切に対応していきたいと思い

ます。

鈴木真実委員（分科員）

新秋田元気創造プランの素案の７８ページには、

建築中のミルハス（あきた芸術劇場の愛称。）が記

載されており、文化芸術の力による魅力ある地域の

創生について、目指す姿が大きく掲げられています。

バス、代行業、飲食店、宿泊業に対する助成はあり

ますが、県内の芸術家、歌手等でフリーに活動され



- 20 -

ている方々の中には、本当に生活がままならない方

も出てきています。そうした方に対し、支援策はな

いものでしょうか。今まで何か対策を考えてきた経

緯などはありますか。

観光文化スポーツ部長

県内でも、例えば民謡の歌手の方や芸術活動で生

計を立てている方がいます。今回コロナ禍でイベン

トや公演がかなり中止になっておりますので、影響

を受けていると認識しています。

民謡も含めた秋田の伝統文化をライブで発信する

事業を昨年度も実施しましたが、今年度も予算化さ

せていただいております。多くの舞台関係の方々が

困っておりますので、民謡やお祭りに携わっている

方々に参加していただき、観客を入れて県北、中央、

県南でライブ配信を 時期は遅くなってしまいま

しが１月に県北、県南、中央で実施する事業を行い

ます。出演料をお支払いするこうした事業の中で支

援していきたいと考えています。今後も、どういっ

た支援ができるのか、引き続き検討していきたいと

思います。

鈴木真実委員（分科員）

今までやってきたことが継続できるのか 背水

の陣で取り組んでいる方々の声を多く聞きます。１

月のイベントは、どのくらいの規模で行われる予定

ですか。

文化振興課長

そのイベントにつきましては、今年度の６月補正

予算で提案した秋田の文化をめぐるオンライン配信

事業ということで、予算は２,３１０万３,０００円

になります。場所については、少々お待ちください。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午後４時１５分 休憩

午後４時１６分 再開

委員長（会長）

再開します。

文化振興課長

お待たせしました。秋田県児童会館、湯沢市文化

会館、大館樹海ドームの３か所で行う予定です。

鈴木真実委員（分科員）

入場料を取り、出演料を払って行う事業ですか。

文化振興課長

こちらは入場無料になりますが、県の委託事業に

なりますので、その委託料の中から出演料が支払わ

れることになります。

鈴木真実委員（分科員）

ある程度の規模の組織になっている芸能団体等に

何らかの形で助成ができないものか提案しますが、

考えたことがありますか。

文化振興課長

昨年度からのコロナウイルス感染症は、文化活動

にも非常に大きな影響を与えました。先ほどお話が

あったように、アーティストやそれこそわらび座も

そうです。エンターテインメントをなりわいとして

いる方には、国の支援制度や個人事業主としての助

成制度があります。昨年度無観客による動画配信助

成事業を実施しましたが、個人で音楽やダンスなど

の仕事をされている方は意外と多いと感じました。

そうした方々への個別の支援といってもなかなか難

しいところがあり、今年度実施する秋田の文化をラ

イブ配信する事業などで、アーティストや舞台関係

の業者さんにお金が回るような取組を実施している

ところです。

鈴木真実委員（分科員）

国でもコロナ対策の補正予算等を組んでいますの

で、芸術文化関係の生計が苦しい方々に補助するよ

う是非考えていただきたいと思います。

県内のいろいろな伝統文化の行事が、ここ２年ぐ

らい縮小されてきております。全く行われていない

行事もたくさんあります。例えば大曲の花火等の大

きなイベント関係についても、今後の事業継承とい

う観点から、何らかの助成を考えてもらえないだろ

うかと思いますが、いかがでしょうか。

文化振興課長

具体的に大曲の花火が出てきましたが、そこまで

は正直考えていませんでした。大曲の花火だけでな

くて、県内のお祭りがこのコロナ禍で中止になった

というのは新聞などでもよく見ております。本県で

は国指定重要無形文化財が１７あり、国内最多と言

われており、伝統芸能や伝統行事がとても盛んな地

域だと思います。それぞれの地域の人たちをつなぐ

大切な行事だと思っていますので、継承していくた

めの支援策を検討していきたいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

県内の関係人口や交流人口を絶やすことなく増や

していくために、いろいろ議論をしてきましたが、

非常に大切なことだと思います。

コロナ禍でどうなるかまだまだ分かりませんが、

秋田県観光振興ビジョンでは、そういったことも手

当てしていただきたいと思います。

松田豊臣委員（分科員）

観光ビジョンの４０ページにある数値目標では、

調整中になっている項目がありますが、これはいつ

の時点で決められるものなのでしょうか。

観光戦略課長

調整中になっている①から④については、新秋田

元気創造プランと同じ指標を設定しており、プラン
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には目標値を書き込んでおります。資料提出のタイ

ミングの関係で数値が変わる可能性があったため調

整中としました。

ビジョンの独自指標である満足度やリピーター率

については、設定基準などがまだ定まらないところ

がありますので、２月議会で提出を予定している成

案作成までに数字を入れ込みたいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

その点についてよろしくお願いします。ビジョン

の計画期間終了時点での観光産業のマーケットボリ

ュームは、どのくらいを想定していますか。

観光戦略課長

今回のビジョンは、これから先の１０年を見据え

たものですが、まずは４年間ということで策定して

います。コロナで相当需要が落ちた状態から、この

先コロナの回復状況を見据えていきたいと思います。

更に、そこから上積みしていくことを目標に こ

の４年間ではどれぐらいの数字になるのかは明確に

はお話しできませんが、まずは元に戻し、更に上に

という形を考えています。

松田豊臣委員（分科員）

本県の観光産業としてのマーケットボリュームは、

現状でどのくらいあると認識されていますか。

観光戦略課長

観光産業の全体ボリュームですが、例えば宿泊施

設だけの売上げというわけではなく、それに関わる

裾野が広い業界ですので、どこまでが観光産業に関

わるボリュームだとはなかなか言えないところもあ

り、数字的にどのぐらいになるかについてはお答え

できません。

松田豊臣委員（分科員）

そうしますと、今後１０年間でどこをどういう角

度から攻めることによって、本県の観光産業を振興

していくのか教えてください。

観光戦略課長

１人当たりの単価を上げていくことによって伸び

ていく部分と、数を増やしていく部分があります。

今回のビジョンの大きい柱に、地域全体で稼いでい

くことがあります。どういう人が来て、どういうも

のに興味を持って、どうお金を落としていくか、い

わゆるデジタルを使って分析して、農業などほかの

産業や地域の方々も含めてエリア全体で稼いでいく

という共通意識を持つことが大切です。そして、来

る方も地域にいる方も満足して、持続していくとい

うことを目指すビジョンとして考えています。

松田豊臣委員（分科員）

方向性はよく分かりました。あと、冬場の観光に

ついての記載がないようですが、冬場の観光戦略は

どこに網羅されていますか。

観光戦略課長

ビジョン本体の３０ページに記載している秋田の

特性を生かした滞在型・体験型観光の推進の主な取

組例に、スノーアクティビティや冬まつりを活用し

た冬季観光の推進を入れています。

松田豊臣委員（分科員）

分かりました。冬場の観光の在り方は本県にとっ

て大きな課題だと思いますので、年次計画の中で掘

り下げながら進めていただきたいと思います。

もう一つ、これからはいろいろな観光ニーズがあ

る中で、縁を求めて訪れるという話がありました。

縁を産業としていくような仕組みづくりについて、

どのように取り組んでいくのか教えてください。

観光戦略課長

縁を求めて遠くから来る方々にとっては、地域に

あるもの全てが観光素材になると思います。例えば、

伝統行事に参加したい方々もいらっしゃいます。来

ていただく度に参加の度合いを深めていき、地域の

方々と親密になっていく そこでしかできない体

験をすることで、自分もそこの一員になっていける

という特別感を求めている方も非常に多くなってき

ています。本県の文化や食などを絡めて、そうした

需要を取り込むようなツーリズムを進めていきたい

と思います。

松田豊臣委員（分科員）

是非ともよろしくお願いいたします。部長からこ

の件について一言ありますか。

観光文化スポーツ部長

いろいろ御提案いただいたことについては、最終

案を作成する中でしっかりと検討してまいりたいと

思いますし、コロナ禍で観光業界も大変厳しい状況

ですが、アフターコロナに向けて何とか希望を持て

るように 絵に描いた餅にならないように、掲げ

たことをしっかり取り組んでいきたいと思います。

三浦茂人委員（分科員）

プレミアムスキーチケット申込受付システムの不

具合について、責任の所在というのはどこにあるの

でしょうか。秋田県スキー場協会になるのか、サイ

ト管理事業者なのか、それとも県なのか、どうなり

ますか。

観光振興課長

一義的には受託事業者の秋田県スキー場協会と受

注したサイト事業者にあると思いますが、県事業で

すので、当然管理責任は県にあるという認識です。

三浦茂人委員（分科員）

申込み未完了者の履歴が残っていないことが確認

されたので、６,３５０枚分再登録をお願いすると

いっても、そもそも相手が分からないのでお願いの

しようがないですよね。専用サイトや地元紙で再登

録方法を告知していくと思いますが、その場合の経

費はどこが持つのでしょうか。
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観光振興課長

委託事業の中で賄っていただくことになると思い

ます。

三浦茂人委員（分科員）

既に決められた委託費の中で全て対応するという

ことですね。新たな持ち出しは県からはないという

ことですね。

観光振興課長

現状の委託費の中でやりくりしていただくと考え

ています。

鈴木真実委員（分科員）

第三セクター鉄道運営助成基金について伺います。

秋田内陸縦貫鉄道と由利高原鉄道の経営状況は、

ずっと県の懸案事項だったと思いますが、今後の見

通しについてどう考えていますか。

交通政策課長

基本的には地域の足、そして観光のコンテンツと

してしっかり残して輝き続けてもらうという前提だ

と考えています。そのための支援スキームをどうす

るか 基金枯渇後の役割分担や支援規模について

は議論を要すると思いますので、コロナ禍の状況が

落ち着いた中で沿線市や運行主体と議論をしていき

たいと考えています。何年後になくす、何年後にこ

うするなど明確なものは現時点ではありませんが、

そのためには、今から関係者と議論を始めていく必

要があります。

鈴木真実委員（分科員）

県にとっては永遠の課題みたいな部分があります。

運行会社や沿線市等との間で新たな支援スキームの

構築に向けた協議を行うとはっきり記載されていま

すが、どうやって行われていくのでしょうか。

交通政策課長

沿線市と運行会社と県との間では、三者合意とい

う形で、運行費の補塡や設備の維持・改修について

は合意の下で 基金の観点で言うと国庫補助対象

にならない施設の維持修繕に対し、県と基金から半

分づつ充てるというスキームも、合意により決めて

います。今後基金がなくなった際にどうしていくの

か、更には全体の支援ボリューム感をどう考えてい

くのかも含めて支援スキームを考えていく必要があ

ります。

鈴木真実委員（分科員）

その一環として、次の２月議会で条例（秋田内陸

縦貫鉄道運営助成基金及び由利高原鉄道運営助成基

金条例）改正も予定しているわけですか。

交通政策課長

条例改正については、支援スキームの検討とはあ

る意味切り離して この基金の取り崩せる部分が

枯渇しそうだというところで、基金全体を使用可能

にするための条例改正を次の２月議会で提案予定と

しています。コロナ禍が落ち着いた局面でも、全体

の基金が枯渇した後にどういった形で支えていくの

かを議論していきたいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

まずはこの条例を改正し、基金が枯渇した後にど

うするか、別途議論していくという理解でよろしい

でしょうか。

交通政策課長

そのとおりです。

鈴木真実委員（分科員）

非常に難しい案件だと思います。

由利高原鉄道の処分制限部分残高は、令和１３年

度まで１億５,１００万円で全然減らないのに、内

陸縦貫鉄道は、令和１３年度に残高がゼロになりま

す。どうして違いが出るのでしょうか。

交通政策課長

路線の長さ、施設、車両の状況などで毎年掛かる

維持修繕費用や施設整備費用が違ってきますので、

それが大きな要因として考えられます。取り崩しの

規模が内陸縦貫鉄道では平均して７,０００万円ぐ

らいに対し、由利高原鉄道は平均して１,０００万

円程度になります。

鈴木真実委員（分科員）

由利高原鉄道の処分制限部分残高はずっと変わり

ません。なぜですか。

交通政策課長

条例改正以降もまずは処分可能部分を取り崩すと

いうことであり、由利高原鉄道では処分制限残高分

まで取り崩しが及ばないという意味です。

鈴木真実委員（分科員）

分かりました。部長にお伺いします。この件につ

いての見通しをどう捉えていますか。

観光文化スポーツ部長

県内の人口自体が減少している中で、利用者も減

少し非常に厳しい状況にあると思っています。その

一方で内陸縦貫鉄道は、現在インバウンド自体が来

ていませんが、コロナ禍以前の台湾では相当数観光

コンテンツとして利用されていました。定期利用者

は減っていきますが、こうした定期外利用で観光客

に使ってもらうことに活路を見いだしつつあったわ

けです。今は中断していますが、アフターコロナに

おいては観光利用にもう少し力を入れて、何とか収

益を上げていけるような体制をつくり、沿線住民に

も使ってもらうことで、それが維持できるように地

元市、運航会社としっかり協議していきたいと考え

ています。

鈴木真実委員（分科員）

地域コミュニティーの大事な手段でもありますし、

地域を守るためにも大事なものと理解しております

ので、力を入れて頑張っていただきたいと思います。
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近藤健一郎委員（分科員）

県立体育の修繕について確認させてください。昨

年の８月から今年３月まで天井を取る工事をしてい

ますが、なぜ天井部材というのでしょうか。

スポーツ振興課長

かつてあった吊り天井は撤去していますので、今

あるＡＬＣ板が実質的な天井になります。

近藤健一郎委員（分科員）

天井というか、屋根裏ですよね。

スポーツ振興課長

屋根の裏材です。

近藤健一郎委員（分科員）

吊り天井だと大きな地震で落ちてくる可能性があ

るので、撤去したのでしょう。その撤去時に、補修

を考えれば良かったのではありませんか。その時の

工事費はどれぐらい掛かっていますか。

スポーツ振興課長

設計費込みで１億２,７７９万７,４００円です。

近藤健一郎委員（分科員）

１億３,０００万円ぐらいですか。そのときに、

吊り天井を撤去しないで、地震が来ても落ちてこな

いような工法を考えたら良かったのではありません

か。

スポーツ振興課長

工法についての詳細は営繕課から聞いていません

が、吊り天井を撤去すればいわゆる危険な天井に当

たらないということで、撤去する工法を選択したと

思います。

近藤健一郎委員（分科員）

吊り天井撤去後、屋根の裏側部分が剥げが落ちて

きてまた膜天井を張るわけですが、落下物は小さい

ものであり、けがをするようなものではないのでし

ょう。

スポーツ振興課長

現在まで確認している中で、大きいものは、五、

六センチ掛ける二、三センチになります。

近藤健一郎委員（分科員）

今後もそうしたものが落ちてくる可能性があると

いうことですか。

スポーツ振興課長

今申し上げたものは７月の落下物でしたが、その

後確認しているものは、それ以下の非常に細かいも

のになります。

近藤健一郎委員（分科員）

吊り天井を取ったことが結果的に正解だったとす

る考え方やその判断に至った経緯について、明日ま

でに教えてくれませんか。

髙橋武浩委員（分科員）

昨年撤去したときの経費の内訳を聞いたときに、

合計額は説明されましたが、例えば足場の設置・撤

去費用などの内訳の概略は分かりますよね。

スポーツ振興課長

数字を今は持ち合わせていませんが、分かると思

います。

髙橋武浩委員（分科員）

昨年度足場を掛けて吊り天井の撤去工事をしたに

もかかわらず、天井部材が剥離したため、また大が

かりな工事を行うことに対して、何かすごく無駄に

感じる部分があります。前回しっかり調査していれ

ば、工事は１回で済んだのではないでしょうか。我

々の疑問はそういった意味合いもあるのです。４億

円を掛ける工事の前に、約１億円３千万円掛かって

いるわけですから。その天井の安全対策を行う際に

工法をいろいろ検討して 先ほどウレタンフォー

ムを吹きつける工法という説明もありましたが、そ

の他にもスプレー工法などいろいろ工法があったと

思います。

今回４億円掛かる改修工事はやむを得ないかもし

れませんが、昨年約１億３千万円を掛けて吊り天井

を撤去した工法そのものが、それで良かったのか検

証することは必要だと思います。時間的な制約もあ

り、調査をしてそれが最善だということで施工した

と思いますが、直後に４億円と掛けるという現状が

ありますので。

今後五、六年の間に、また安全対策が必要になる

可能性も危惧されます。足場仮設費だけでも面積が

ありますのでかなり掛かると思います。前回も足場

の重量があることから、養生費や床補修費も含めて

１億３千万円ほど掛かったと思います。続けて改修

工事をすることに対して、委員全員がもやもやした

ところがあると思いますので、前回掛かった数字を

出せる範囲で出してもらうことで、今回の経費が妥

当かどうかという判断材料にもなると思いますので、

資料を頂きたいと思います。

スポーツ振興課長

営繕課にも確認して、提出したいと思います。

委員長（会長）

では、よろしくお願いします。

ほかに。よろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で観光文化スポーツ部関係の所管事項に関す

る質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、明日、８日水曜日、

午前１０時から委員会及び分科会を開き、産業労働

部関係の付託議案等の審査を行います。

散会します。

午後４時４８分 散会
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令和３年１２月８日（水曜日）

本日の会議案件

１ 議案第１９３号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第７号）

（産業労働部の関係部門） （趣旨説明・質疑）

２ 議案第１９６号

令和３年度秋田県電気事業会計補正予算（第１

号） （趣旨説明・質疑）

３ 議案第１９７号

令和３年度秋田県工業用水道事業会計補正予算

（第１号） （趣旨説明・質疑）

４ 産業労働部関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 髙 橋 武 浩

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 佐 藤 賢一郎

委 員（分科員） 近 藤 健一郎

委 員（分科員） 三 浦 茂 人

委 員（分科員） 石 川 ひとみ

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 佐 藤 宏 生

議会事務局政務調査課 阿 部 秀 樹

観光文化スポーツ部観光戦略課

伊 藤 正 人

産業労働部産業政策課 木 村 高 志

会 議 の 概 要

午前１０時８分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 髙 橋 武 浩

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 佐 藤 賢一郎

委 員（分科員） 近 藤 健一郎

委 員（分科員） 三 浦 茂 人

委 員（分科員） 石 川 ひとみ

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

産業労働部部長 佐 藤 徹

産業労働部次長

（兼）産業技術センター副所長

斉 藤 耕 治

新エネルギー政策統括監

齋 藤 篤

食品産業振興統括監

（兼）観光文化スポーツ部次長

渡 部 謙

産業政策課長 今 川 聡

デジタルイノベーション戦略室長

小 林 栄 幸

地域産業振興課長 齊 藤 大 幸

産業集積課長 松 井 信 光

商業貿易課長 佐 藤 裕 之

産業労働部参事

（兼）エネルギー・資源振興課長

阿 部 泰 久

雇用労働政策課長 仲 村 陽 子

公営企業課長 佐 藤 徹

発電所建設室長 茂 内 孝

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

産業労働部関係の議案の審査を行います。

分科会において、議案第１９３号のうち産業労働

部に関係する部門及び議案第１９６号、議案第１９

７号に関する審査を行います。

関係課長の説明を求めます。

産業政策課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

地域産業振興課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

雇用労働政策課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

公営企業課長

【議案〔１〕及び提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課ごとに行います。

初めに、産業政策課の議案に関する質問をお受け

します。

三浦茂人委員（分科員）

初めに単純な質問で大変恐縮ですが、自動車運転

代行業務継続支援金事業について伺います。昨日交

通政策課からバス、タクシー、レンタカー事業に対

する支援事業の説明がありました。同じ交通に関す

るものですが、代行業は産業政策課に分かれている

のは何か意味があるのでしょうか。

産業政策課長
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バス、タクシー、レンタカー事業は交通政策で所

管している分野ですが、運転代行事業は公安委員会

の登録により事業を行っていることから、産業労働

部で中小企業の支援として行っています。

三浦茂人委員（分科員）

どちらも交通に関するもので一体的なイメージが

ありましたが、そういう理由であれば分かりました。

９月からも飲食店などに対して、いろいろなコロ

ナ対策の支援を実施しています。産業政策課で計上

した秋田県飲食店等事業継続緊急支援事業の進捗状

況について、分かるところで結構ですので、参考ま

でに最近の状況を教えてもらえますか。

産業政策課長

１２月３日金曜日までの申請状況ですが、

１,５６４件の受付があり、申請ベースでは６億

８,４００万円です。予算比では３８％で、支払い

については半分程度が終わっています。

三浦茂人委員（分科員）

出だしとしては順調と見ていますか。それともま

だまだ遅いというか、認知が広まっていないのか、

どういった認識ですか。

産業政策課長

３か月間の受付予定で、３８％の執行状況ですの

で、まずまずの出だしと思います。最終的には予算

額に近づいていけるものと思っています。

三浦茂人委員（分科員）

コロナ絡みのいろいろな支援は大変ありがたいこ

とです。一方で飲食業の支援については、例えば以

前に補助金をもらっていたり、他に年金収入などの

収入を合算されると基準から外れて支援されなかっ

たという声があります。その辺についてはどんな対

応をされていますか。

産業政策課長

個人事業主の税務申告内容を見ますと、単純に計

算した場合、売上げといいますか 収入が大きい

場合でも、この４月以降は経営が苦しいという方も

いらっしゃいます。１月から１２月という期間では

なくて、例えば直近の１０月や１１月までの１年間

の売上げが前年度を上回っていなければ ２０％

以上落ちていれば対象として、給付につなげている

案件もあります。

三浦茂人委員（分科員）

決算ベースの売上が前年比で、２０％減という要

件もありましたが、申し込んでも断られて諦めたと

いう人が実際にいます。決算とは関係なく、例えば

何月から何月までというベースにすれば、救われる

人も出てくる可能性は確かにあると思います。周知

や説明について、実際に苦しい人たちにはどのよう

に伝わっているのでしょうか。

産業政策課長

税務申告を原則にしたのは、早く支給したいとい

う思いから、すぐ出せる手持ち資料で取り扱うこと

にしたためです。該当しない方に対しては、県のホ

ームページに要綱を載せて周知しているほか、各商

工団体の申請窓口でも問合せがあったときにすぐ答

えられる形で対応しています。

三浦茂人委員（分科員）

実際に申し込んでも駄目だった人がいるのです。

駄目でも「相談に来てください。」と言われたそう

ですが、そこで終わっている人もいるのです。アル

バイト収入等と合算され、ほんの少しの差で対象外

になった場合は、やっぱり救ってあげなければいけ

ないと思います。その辺の周知について、業界団体

や商工会議所を通じて、もっと丁寧さがあってもい

いのではないかと思います。時間的なものもあると

思いますが、この後どう対応されますか。

産業政策課長

新聞広告をこれから数回予定していますが、前回

１１月末の広告に、税務申告で該当にならなかった

場合の注意書きを記載しております。今後はもう少

し分かりやすく記載し、広く周知していきたいと思

っています。

三浦茂人委員（分科員）

分かりました。対応できる財源を確保しているの

ですから、より多くの人が該当になって事業継続が

できる後押しをしていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

石川ひとみ委員（分科員）

運転代行については以前も支援事業がありました

が、車両数の推移はどうなっていますか。

産業政策課長

令和２年７月を最初の基準日としたところ、

４７９台でした。２回目の令和３年２月１日では、

４９１台になっています。直近ではこの１２月１日

を基準にしていますが、まだはっきり分かりません。

予算積算の段階では令和３年１０月２５日としたと

ころ、４４９台でした。大きく減少しているという

ところまでは言えないと思っています。

石川ひとみ委員（分科員）

令和３年２月から見ると、多少減っていると思い

ますが、コロナ禍でこの支援は救世主的なところも

あり、大変喜ばれていると聞いています。

所管で伺う予定でしたが、三浦委員の質問に関連

して飲食支援について伺います。１２月３日までに

１,５６４件申請があって、執行状況が予算の３８

％だそうですが、１月末で受付終了なので、新聞広

告などでＰＲをもう一度丁寧にやっていただきたい

と思います。１,５６４件のうち、一番多い支援金

額はどうなっていますか。

産業政策課長
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支出ベースで集計していますが、１２月１０日振

込予定の支払件数で８２５件あります。総金額では、

４億１７０万円です。そのうち支援金額が３０万円

の分が２億７０万円、件数では６６９件になります。

全体件数の内訳は、支援金額３０万円が６６９件、

続いて６０万円が６４件、９０万円が２４件、

１２０万円が１７件、１５０万円が１２件、１８０

万円が２件、２１０万円が９件、２４０万円が６件、

２７０万円が１件、３００万円が２１件となってい

ます。

石川ひとみ委員（分科員）

３０万円が一番多い支援額だと分かりました。一

般市民の感覚からして、売上金額が２億７,０００

万円を超えるようなところは、そんなにあるのかと

いう意見があったものですから その一番多い売

上げの事業者に対して、もっと支援が手厚かったら

良かったという意見もありましたので、今後参考に

していただければと思います。以上です。

委員長（会長）

ほかにございませんか。運転代行の継続支援金事

業についてはよろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

それでは、制度融資の拡充についての質問があれ

ばお受けします。よろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

それでは、地域産業振興課の議案に関して質問を

お受けします。よろしいでしょうか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

それでは次に、雇用労働政策課の議案について質

問をお受けします。

鈴木真実委員（分科員）

職業能力開発支援事業の目的に、コロナ禍で離職

した方の再就職や、アフターコロナを見据えた県内

企業の人材育成の支援と記載されています。新秋田

元気創造プランでも、人材育成については、選択・

集中プロジェクトの戦略１で大きく書かれておりま

す。例えば、自動車産業については、１００年に１

度の大変革期であり、県内の製造業もＥＶ化によっ

て部品点数が大幅に減少するので、生産額などがか

なり減ると思われますが、この事業で対策されてい

るものでしょうか。

雇用労働政策課長

９月議会では、第１１次職業能力開発計画の中で、

職業訓練の今後５年間の方向性などを御審議いただ

きました。これからの産業構造の変化に対応して、

ＩｏＴやＡＩなどの新しい技術を身に付けた技術者

の育成を大きな柱として、技術専門校で行う訓練に

ついても内容を拡充していきたいと考えております。

今回の予算案についても、そうした視点を踏まえた

整備となっており、例えばメカトロニクス系（機械

工学と電子工学を統合した分野のこと。）では設備

の自動化や省力化に対応した訓練を行うための機器

を整備することとしております。建設系では建設土

木現場でもＩｏＴ化が進んでおり、ドローンを活用

した技術も必要になってきていることから、そうい

った訓練を取り入れていくための整備として、今回

計上しています。

鈴木真実委員（分科員）

今回の２,０００万円近い予算の中でも、先ほど

言ったメカトロニクス系や建設系についてはＡＩや

ＩＣＴが絡んできますので、今後を見通して予算化

したと理解してよろしいでしょうか。

雇用労働政策課長

そうした技術の進歩を踏まえた整備内容としてい

ます。

鈴木真実委員（分科員）

知事がＩＴ関係の人材育成のために、「高校から

力を入れる。」といろいろなところで発言していま

す。技術専門校を今後どのような位置づけとして考

えているのか教えてください。

雇用労働政策課長

県内の中小企業の発展を今後担っていく人材を育

成する機関として、訓練内容の充実を図っていく必

要があると考えています。技術専門校は学卒者対象

ということで、普通科や専門科も含めた高校を卒業

した若い世代を対象とする訓練については、第１１

次計画に基づいて計画内容を充実させ、より実践的

な訓練を図っていきたいと考えています。今後は、

離職者や県内企業で働いている在職者向けの訓練に

ついても充実していく必要があると考えており、今

回整備する機器を使った新たな訓練を立ち上げるこ

とも想定しております。学卒者から離職者及び在職

者まで、幅広い労働者のスキルアップに貢献してい

きたいと考えています。

鈴木真実委員（分科員）

９月議会でも技術専門校の再編 分野の創設や

廃止、人員削減の説明がありました。来年４月の新

入生募集の時期にそろそろ入ってきますが、その状

況等についてどんな感触を得ていますか。希望者に

ついて、どういった動きが見えていますか。

雇用労働政策課長

第１１次計画に基づいた訓練内容の見直しは、来

年度の訓練から反映させる予定です。学卒者向けの

普通課程については募集が始まっておりますが、高

校生の県内就職率が高いこともあって、県内企業の

就職に若干流れて、技術専門校を希望する学生が例

年より少し少ない状況になっています。これから３
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月まで掛けて、第二次、三次と募集を掛けていきま

すので、充実した訓練内容をよくＰＲして、訓練生

の確保に努めていきたいと考えています。

鈴木真実委員（分科員）

この予算が認められた後、ホームページなどでＰ

Ｒを行う予定はありますか。

雇用労働政策課長

第１１次計画の見直し内容について、分かりやす

くＰＲしていくことは非常に重要です。新たな整備

についても、最新の技術を習得できる訓練を行える

学校であることを分かりやすく若い人たちに伝え、

ＰＲの拡充を図っていきたいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

人材育成や産業雇用戦略を期待していますので、

頑張っていただきたいと思います。

石川ひとみ委員（分科員）

コロナ禍で離職した方の再就職について 感染

者数に限定すると今は落ち着いてきていますが、こ

の半年間では離職者が増えていますか。

雇用労働政策課長

首都圏などではコロナの影響を大きく受け、飲食

店などの休業により離職者が相当増えている状況で

す。県内については、今まで雇用調整助成金などの

国や県などの支援制度を使って雇用の維持を頑張っ

ていただいた成果だと思いますが、首都圏などに比

べて離職者が急激に増えているという状況ではない

と認識しています。

石川ひとみ委員（分科員）

先般ハローワークに寄りましたが、離職される方

の職種は飲食業が多いというお話でした。そういっ

た方々に次の職業をＰＲしていくことも大事だと思

いますが、どのように考えていますか。

雇用労働政策課長

離職者については、これまでと同じような職種で

再就職先を探す方が比較的多いというお話も伺って

おりますが、人材ニーズの高い分野への転職なども

進めていく必要があると考えています。御希望も踏

まえつつ、例えば賃金アップにつながるような他の

分野への就職も促していきながら そのためには

やはり新しい技術を身に付ける必要がありますので、

まずは職業訓練を受けて新しい技術を身に付けてい

ただき、ニーズの高い分野に転職できるような取組

を労働局と連携して進めていきたいと考えています。

石川ひとみ委員（分科員）

ありがとうございます。ステップアップしながら

次の仕事につながっていけばいいと思います。今回

の事業は初めてではないと思いますが、職業訓練を

受けて、次の仕事につながったという状況をどう認

識されていますか。

雇用労働政策課長

新しい技術を身に付けてこれまでと違った分野に

転職することは、訓練を受講した方々の中では比較

的多い状況です。県としても、そうした他分野への

労働移動を進めるために、今年度から奨励金制度

（秋田県労働移動奨励金）を立ち上げて取り組んで

います。人材不足が深刻な建設業では、労働移動を

進めるために建設関係の訓練を受講していただいて

います。これからもこうした取組を拡充しながら、

労働移動を進めていきたいと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

この事業によって育成される人数をどのくらい想

定されていますか。

雇用労働政策課長

この機器整備によって拡充する訓練と新たに立ち

上げる訓練があります。既存の学卒者向けの訓練に

この機器を取り入れて新しい技術を身に付けていた

だいたり、在職者向けの訓練を新たに立ち上げるこ

とを考えています。１つの訓練に複数の機材を導入

するところもありますが、在職者向け訓練のメカト

ロニクス系では、電子機器制御プログラム基礎講習

を１０名の定員で新たに立ち上げる予定です。自動

車関係では自動車整備の基礎講習では、在職者向け

の訓練を１０名の定員で新たに立ち上げる予定です。

松田豊臣委員（分科員）

今回整備される機器は、全部で９つ記載されてい

ます。アフターコロナを見据えて選定されたと思い

ますが、こういった需要は現時点でもあるのでしょ

うか。

雇用労働政策課長

設備整備については、国の補助金などを活用して

毎年度計画的に進めております。今回は、離職者へ

の対応や県内企業で働く在職者向けの訓練を拡充す

るため、来年度以降整備する予定のものを、一部前

倒しして整備しようとするものです。機器選定に当

たっては、各技術専門校からの要望等を基に選定し

ていますが、実際に生産現場で広く使われているよ

うな機器を選定しています。

松田豊臣委員（分科員）

ニーズがあるということですから、当然この訓練

を受講された方々は確実に就職できるということが

前提だと思います。今後は、９つの機器以外にも必

要になってくる機器があると思いますが、それらに

ついてどのように考えて、いつぐらいの段階で導入

しながら新しい人材を育成していくことを考えてい

るのか、教えてください。

雇用労働政策課長

先ほども申し上げたとおり、技術専門校の設備整

備については比較的高額なものもありますので、限

られた予算の中で計画的に整備するために、毎年優

先順位を付けながら国庫補助や電源立地交付金など
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を活用しながら計画的に進めています。今後は、第

１１次計画で定めましたＩｏＴなどの最新技術を訓

練生に身に付けていただくために必要な機器につい

て、様々な財源をうまく活用しながら、県内企業に

就職していただくように計画的に機器整備を進めて

いきたいと思います。

松田豊臣委員（分科員）

洋上風力などに対応するため、今後は多様な人材

が必要になってくると思いますが、人材育成をどの

ように考えていますか。

雇用労働政策課長

再生可能エネルギーについては、メンテナンスの

関係で電気関係の訓練が関係してくると思います。

大曲技術専門校にも電気関係の訓練科がありますが、

風力発電などの再生可能エネルギー関係の訓練を取

り入れながら、対応できる人材を育成していきたい

と考えています。

松田豊臣委員（分科員）

訓練場所は秋田市を想定されていますか。全県で

人材が必要になってくると思いますが、訓練場所の

増設は考えていますか。

雇用労働政策課長

職業訓練のベースとなるのは、秋田市と北秋田市

鷹巣と大仙市大曲にある３校の技術専門校になりま

す。離職者向けの訓練については、民間事業者に委

託して行っている訓練もあり、それらの訓練につい

ては各事業所が用意した会場での訓練になります。

県内３校の技術専門校に限らず、県内各地で離職者

向けの訓練を実施しています。

松田豊臣委員（分科員）

技術者の早急な育成が求められますので、体制の

整備を引き続きお願いしたいと思います。

佐藤賢一郎委員（分科員）

今回整備する箇所は、一番規模の大きい秋田技術

専門校になりますか。

雇用労働政策課長

今回の機器整備は、各技術専門校の要望に基づい

て配置するものです。例えばドローンシステムにつ

いは、鷹巣技術専門校の建設機械運転科に設置を考

えておりますし、溶接関係については３校それぞれ

に必要な機器を整備する予定です。

佐藤賢一郎委員（分科員）

メカトロニクス系はどこに整備されますか。

雇用労働政策課長

秋田技術専門校を予定しております。

佐藤賢一郎委員（分科員）

分かりました。

近藤健一郎委員（分科員）

訓練分野それぞれの金額は出ていないのですか。

雇用労働政策課長

失礼しました。メカトロニクス系は約６４０万円、

溶接系は約５４０万円、建設系は５６５万円、機械

系は約９７万円、自動車系が１５０万円程度となっ

ております。

近藤健一郎委員（分科員）

ありがとうございます。今度から資料に佐藤委員

が言われた整備先も記載していただければ、親切で

分かりやすいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

委員長（会長）

ほかにございませんか。よろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

それでは次に、公営企業課の補正予算についての

質問をお受けします。よろしいでしょうか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

それでは、産業労働部関係の議案の質疑はこれで

終了します。

【「議案で」と呼ぶ者あり】

鈴木真実委員（分科員）

すみません。予算内容説明書で、エネルギー・資

源振興課の人件費がすごく増えていましたが、働き

方改革などいろいろある中で、その要因を教えてく

ださい。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

当課では、今年度から再生可能エネルギーの分野

に体制強化をして取り組むため、４名ほど増員して

おります。その分人件費が増額したものであります。

委員長（会長）

ここで、産業労働部関係の議案の質疑を終了しま

す。

次に、請願、陳情等はありませんので、産業労働

部関係の所管事項の審査を行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

産業政策課長

【「～大変革の時代～ 新秋田元気創造プランの

素案について」委員会共通資料により、「中小企

業・小規模企業者の元気をつくる秋田県の指針の

素案について」提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及びその他の所管事項についての

質疑を行います。

三浦茂人委員（分科員）

新秋田元気創造プランの推進期間は、新年度から

になります。それは大変よろしいことだと思います

が、実施するに当たっては、現行プラン（第３期ふ

るさと秋田元気創造プラン）が今年度で終わります
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ので、その総括を当然踏まえた上で引き継いでいか

なくてはいけないと思います。効果のあったものは

より集中し拡充していくのだろうし、効果のなかっ

たものやあまり成果がなかったものについてはやめ

る、別の形で優先順位の高いものに振り分けるなど、

取捨選択が必要だと思うのです。

現行プランはまだ終わっていないので、結果が出

ていないものも、出ているものもあるだろうし、こ

こまで来れば、成果等を分析しそれを踏まえた上で

新しいプランについて議論をするべきだと思います。

県の担当部局の頭の中で分かっていると思いますが、

我々もその数字的なデータや資料が分からないと

比較ができるものを示して、今回は間に合わなく

ても、２月議会にはそういったものを踏まえて、こ

の計画を示してほしいと思いますが、その点につい

てはいかがですか。

産業政策課長

現行プランの施策評価については、年度末の事業

内容を毎年度評価、ランク付けし、議会に報告して

います。今年度分は、事業が終わらないと評価がで

きないので、事業ごとに担当課室で見込みを立てて

いますが、完全にお示しすることはかなり難しいと

思っています。個々の事業の進捗内容などから、新

しくしたほうがいいとか、一回終了させて新たな事

業を立ち上げるといった方向性は持っていますので、

そういったことを説明することで、ご理解いただき

たいと思っております。

三浦茂人委員（分科員）

途中なので確かに分からないことはあると思いま

す。ただ、目標も年度ごとにあって、例えば何年間

でここまで行くという進捗状況を踏まえて最終年度

で目標達成できる見込みがあるとかないとかぐらい

までは分かると思うのです。難しいのは分かります

が、進捗状況などがない状態で新年度に総括し

新しい計画がもうスタートして、直しも何も利かな

いというのも……。物にもよると思いますが、継続

性があるということを踏まえて、是非説明していた

だきたいと思います。

新しいプランの中には、賃金水準の向上に取り組

む県内企業を応援する制度の構築などがありますが、

昨日今日の話ではありません。今後も取り組んでい

く必要がありますし、今までも取り組んでいます。

今それに取り組んでいる県内企業数は分からないで

すよね。経営者は先行きが明るければ別ですが、あ

まり賃上げはしたくないものです。今後は上げてい

くことが必要になりますが、実際はなかなか難しい

と思います。今日の新聞報道にもありましたが、賃

金は一回上げるとなかなか下げられないので、そう

簡単に上げられないと思います。

賃上げはすばらしいことですが、どうやって実施

していくのかという議論も含めて これが大きな

柱の一つになるとすれば、もっと緻密な計画や説明

で かみ砕いたところまで議論をしないと総花的

になって本質が見えなくなります。そうならないよ

うに 例えば若者や女性による起業の促進と記載

されていますが、若い人が起業するのはそう簡単で

はありません。今はデジタル技術があるので、昔に

比べれば宣伝や売買は割に簡単にできますが、具体

的にやっていくためには、今までの取組を踏まえて

どうなのかというところも併せて議論していく必要

があると思うのです。これまでの分の検証というか、

見込みでもいいので、それを踏まえた議論を２月議

会まで待たなくてもしてほしいと思いますが、いか

がですか。

産業政策課長

２月議会には、新プランとともにそれに基づいた

新年度予算も説明することになります。その段階で

いままでの事業で足りなかった部分などを併せて説

明することで、御理解をしていただける形ができれ

ばいいと考えています。

三浦茂人委員（分科員）

選択と集中、要はやめるものがあってもいいと思

います。今回は我慢するとか、やめないけれどもウ

エートを下げるなどしていかないと非効率になって

いくと思うのです。風呂敷を広げるのは立派なこと

ですが、選択と集中は厳しさがなければ 本当に

今必要なのは賃上げだとすれば、実現するためにも

っと集中し強化していかないと、なかなか進まない

ところがありますので、それを踏まえて是非頑張っ

ていただければと思います。

産業政策課長

御指摘のとおり、今までも生産性の向上について

は取り組んできており支援もしていますが、賃金ア

ップに結びついているかといったところは、今時点

でもはっきりと表に出てきていませんので、賃金ア

ップができるものを結びつけて、支援していく形を

取っていきたいと思います。

石川ひとみ委員（分科員）

私からも関連して質問させていただきます。新プ

ランでは、知事も賃金水準の向上を言明しています。

正に産業労働部がその取組の中心ではないかと思い

ます。新プランには、東京圏との賃金格差は載って

いますが、東北における現状を明示してもらいたい

と思います。いきなり東京圏と比較するよりも、近

隣県との比較も数字で出していただきたいですし、

そこでまた競争というか、励みになったりすること

もあると思います。

産業労働部としては第４章の戦略１の産業・雇用

戦略の中で、賃金アップにもつなげていくと説明さ

れましたが、三浦委員の選択と集中という言い方を
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すれば 素案の３６ページに食料品製造業の製造

品出荷額等が記載されています。本県は東北で最下

位で、５位との差も約２,０００億円もあります。

その差を近づけるための具体的な取組があってもい

いはずです。それによって賃金水準の向上にもつな

がっていくと思います。数字を載せるだけではなく

て、差をを縮めていくために４年間の取組を示して

いくことが必要だと思いますが、いかがでしょうか。

産業政策課長

詳細なデータが手元にありませんが、素案の２２

ページにある各都道府県の賃金水準と社会増減率の

中で、本県がどの地位にあるかを示しています。詳

細な数値については、次回お示しできると思います。

全部を支援することは行政としてできるものでは

ありませんが、伸びていきたいという意欲のあると

ころを大きく支援して、周りの企業もそれに付随し

ていくことで、賃金水準の向上を図っていきたいと

思いますし、零細企業においても、その特質に合わ

せた支援が必要になってくると思っています。

産業労働部長

東北６県の賃金水準については、２０１９年の資

料によると、東北各県の中では５位という状況で、

全国を１００とした場合、７６.８％になっていま

す。御指摘の食品製造業についても内容をよく分析

して、付加価値の増加につながるような取組を進め

ていきたいと考えています。

佐藤賢一郎委員（分科員）

個別質問の前に伺います。今回のプランは第４期

プランとしないで新プランとしていますが、現状に

合ったものだと私は評価しています。新プランとし

た事情や背景が分かる方はおられますか。

産業政策課長

具体的ではないかもしれませんが、コロナ禍にあ

ることやカーボンニュートラルへの対応など、

１００年に１度というべき大変革の時代を迎えてい

る中にあって、新たな視点を取り入れながら新時代

の秋田の元気を創造するという趣旨から、こういっ

たネーミングにしたと伺っています。

佐藤賢一郎委員（分科員）

確かに新時代を迎えている状況の中にあると思い

ます。コロナもそうですが、産業面でもそういうと

きだと感じます。素案の３４ページでは、自動車産

業が大変革期を迎えていると書かれています。これ

は、自動車の動力源が、エンジンから電動モーター

に変わっていくと 本県は、それにほとんど関係

しないような県だった気がしますが、電動モーター

を作るようになったということで、正に渦中に一気

に入っていった感があります。部品関係についても、

今までの中央部から東北に移ってくるという流れも

ありますので、そうした動きからも変化が大きいと

きだと感じます。

自然エネルギーの洋上風力も変革期だと思います

が、実は４年も５年も前から話は出ていて、我々も

長崎県や茨城県に視察に行きました。なかなか進ま

ないという感じで、洋上風力は難しいと思っていた

ら、今になって一気に洋上風力を進めようという流

れになり、立地条件により本県が中心に据えられる

ぐらいになってきました。浮体式の洋上風力の話も

ありましたが、実現したら今までの倍以上の発電量

になる可能性があり、そうなったら本当に中心地に

変わってきます。変わるときはこうやって変わって

いくものだと思います。

医療についても書かれていますが、ニプロ（ニプ

ロ株式会社）が私の地元の大館市に来てくれたとい

うのがやっぱり大きいと思います。その事業規模は

あまり分かりませんが、タイに行ったときにニプロ

の工場が、大館市のそれの何倍もあるような大きな

工場で、人数も７,０００人ぐらいの工場だったこ

とを思うと、その規模たるやすごいもので、それが

来てくれたというのは、やはり大きなことだったと

思います。また新たな産業をこれから興していくと

いう課題もありますが、４期１６年ではなくて、本

当に新しい時代としての新プランだと思います。

それで質問ですが、こうした時代だと新しいこと

に取り組むということに対して、国はかなり支援す

る制度を設けていくと思います。本県がこれから取

り組んでいくことに対して、国の制度をどう使って

いくのか、その分析はされていますか。

産業政策課長

特に再生可能エネルギーについては、国の施策と

してもカーボンニュートラルや再生可能エネルギー

に移行していく動きが急速に強まっていますので、

そういった中で本県が施策展開していくところを国

でも注目していただいているものと思っています。

もともと洋上風力で、例えば海の中の占用をすると

ころは、以前は短い期間しか県の占用許可ができな

かったのが、何十年の期間の許可を国で直接行う流

れになってきており、県が提案したものを取り上げ

ていただいているような感覚を持っています。

佐藤賢一郎委員（分科員）

一歩も二歩も前に進めてほしいと思います。自動

車のＥＶ化に伴う電動モーターについても、これか

らは日本の競争相手は中国になります。対抗して戦

っていくとために、取組に対する国の支援などの動

向はどうなっていますか。

産業政策課長

ＥＶ化については、モーターの開発のほかに、電

子デバイス部分もかなり使います。本県の産業では、

電子デバイスの割合が一番高いですので、そういっ

たものをより取り込むことで、全体の付加価値の増
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加につながっていくのではないかと思います。

産業労働部次長（兼）産業技術センター副所長

国の動きとしては、自動車がＥＶ化になった段階

で中国に全部持っていかれないようにするために、

モーター、パワーデバイス（電力変換器として用い

られる半導体素子のこと。）、その他の材料につい

ても研究を集中的に行っている流れがあります。今

コロナ禍にありますが、これからＥＶ化の流れの中

で仕事を失う人に対し、事業再構築補助金制度を活

用し、彼らが持っている強みを持ちながらほかの業

態に転職するための支援もかなり手厚く行っていま

す。金額的にも非常に充実したものになっています。

委員にいろいろ御心配いただいている横手市の企

業については、東北経済産業局や経済産業省本省も

含めて注目していただいております。実際に現場に

来て見ていただいたり、直接対応をしていただいて

いるという状況もありますので、いろいろな形で随

時支援を期待できる状況にあると認識しています。

鈴木真実委員（分科員）

新プランの選択・集中プロジェクト３には、デジ

タル化の推進とあります。今後力を入れていくと思

いますが、県内の状況はどうなっているでしょうか。

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション。進化し

たＩＴ技術を浸透させることで、人々の生活をより

良いものへと変革させるという概念のこと。）を先

導する企業は、県内にありますか。

デジタルイノベーション戦略室長

県内のＤＸを先導する県内企業ですが、経済産業

省が設けているＤＸを推進できる状況にある企業の

認定を受けた企業が１社あります。今後はこうした

企業が、県内の様々な分野のＤＸを推進していくも

のと期待しています。

鈴木真実委員（分科員）

その１社の企業名を教えていただけますか。

デジタルイノベーション戦略室長

ＡＤＫ富士システム株式会社です。

鈴木真実委員（分科員）

その１社しかないというか 全国的に首都圏や

関西圏の人口が多いところは、人材も豊富ですので、

そうした企業がたくさんあると思いますが、本県は

１社だけです。素案の３２ページに、産業分野のＤ

Ｘを先導するデジタル牽引企業の創出と書かれてい

ます。１社だけではうまくないからこの項目が出て

いると思いますが、目指す姿とはどういうものなの

ですか。

デジタルイノベーション戦略室長

県内の１社については、東北では初めての認定だ

ったと認識しています。今後牽引企業を創設してい

くことについては、現在県内のＩＣＴ企業は非常に

規模が小さいところが多く、今後様々な分野のデジ

タル化を取り込んでＤＸを推進していく状況にして

いくために、そうした需要を担える企業として、自

ら成長戦略を描き、それに沿って事業を拡大するよ

うに支援していきたいと考えています。

鈴木真実委員（分科員）

先ほど今川課長からも、「賃金水準を上げるため

の施策としていろいろ取り組む。」と説明されまし

たが、デジタル化を推進するＩＣＴ企業がどんどん

育っていかないと 成長戦略を描き、自分の会社

の将来を描きながら、県内で根づいていくという目

的だと思いますが、このことを重点戦略の中で、成

果指標でもモニタリング指標でもいいですが、記載

されているところはありますか。

デジタルイノベーション戦略室長

指標としては、４４ページに情報関連産業の新商

品開発企業数ということで記載しているほか、モニ

タリング指標として、県内の情報関連産業の売上高

を記載しています。

鈴木真実委員（分科員）

私はデジタルについては世界各国との競争だと感

じています。本県の人口規模からは、今後は高齢者

にも使っていただく施策だと思います。素案の３１

ページで、デジタル化の推進のプロジェクトについ

ても記載されていますが、非常に貧弱でないかと思

っています。分量もプロジェクト１の賃金水準の向

上、プロジェクト２のカーボンニュートラルへの挑

戦に比べても内容が薄い感じがしますが、どう考え

ていますか。

産業労働部長

県内の情報関連産業の状況ですが、先ほどの１社

については非常にレベルが高い企業です。県内の他

の情報関連企業と一緒になってデジタル化を進めて

いる状況です。県内の情報関連産業企業は、比較的

に給与水準が高い状況にありますが、まだまだ東京

圏に比べると低いという状況ですので、更なる経営

規模の拡大を目指し、給与水準を高めていきたいと

考えています。デジタル化の推進では、県内企業の

情報関連産業の成長を目指し、更にそれを県内のほ

かの製造業やサービス業等の中小企業にも波及させ

ていくことで、県内全体の産業の底上げを図ってい

きたいという意図で記載しています。

鈴木真実委員（分科員）

成果指標に牽引する企業の創出数を示せないもの

か伺いたいのですが、いかがですか。

デジタルイノベーション戦略室長

新プランのほかに県では、行政のデジタル化など

様々な分野のデジタル化を進めていくための計画と

して、ＤＸ推進計画を企画振興部で取りまとめてい

ます。その中では、先ほど申し上げました中核とな

るデジタル化を牽引する企業を創出する企業数を盛
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り込めないかについて検討をしているところです。

鈴木真実委員（分科員）

それであれば当然新プランにも盛り込んだらいか

がですか。

デジタルイノベーション戦略室長

商品開発企業数とリンクする部分もありますが、

検討したいと思います。

産業労働部次長（兼）産業技術センター副所長

補足しますが、今デジタル関係産業といいますか、

情報関連産業を振興することと、デジタル技術を応

用して既存の会社の生産性を向上させることは、両

輪であり、素案の４１ページの指標にＩｏＴ等の先

進技術を導入した企業の割合という指標があります。

情報関連産業を牽引していくということはもちろん

必要ですが、一方で既存のものづくりをしていると

ころや、サービス業、あるいは一般の商店でＩＴ技

術を応用して生産性を上げていく必要があります。

委員が御指摘された高齢化や人手不足の中では、生

産性の維持や向上は非常に重要な点であり、新プラ

ンの中でも重点的に考えられています。

鈴木真実委員（分科員）

十分に分かっていますが、それを開発して牽引す

る会社が全部県外企業だった場合もあります。地元

が潤うために、地元企業を育成して地元にお金を落

としていくことが非常に大事になると思います。牽

引する企業の育成・創出はすごく大事になりますの

で、何とかお願いしたいと思います。

産業労働部長

御指摘のとおりですので、内容について検討して

まいります。

鈴木真実委員（分科員）

３７ページの目指す姿４の産業振興を支える投資

の拡大には、若者や女性にとって魅力的な雇用の場

が創出される社会の実現を目指すとはっきり書かれ

ていますが、４８ページになるとそれが全然出てき

ませんが、どう捉えていますか。

産業集積課長

コールセンターや漫画のつむぎ（株式会社つむぎ

秋田アニメｌａｂ）などの企業を誘致しており、そ

ういったものも含めた形で女性も積極的に雇用して

いくために、成長産業や先進的な技術を有するベン

チャー企業等の誘致の推進に入れ込んでいます。

鈴木真実委員（分科員）

目指す姿４に、「若者や女性にとって魅力的な雇

用の場が創出される社会の実現」と入れていただい

たのはありがたいと思っていますが、記載がありま

せんので、記載について考えていただきたいという

だけです。

産業労働部長

記載について考えてまいります。

委員長（会長）

ここで、審査の途中ですが、昼食のため休憩しま

す。再開は、午後１時１５分とします。

午後０時 ３分 休憩

午後１時１５分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 髙 橋 武 浩

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 佐 藤 賢一郎

委 員（分科員） 近 藤 健一郎

委 員（分科員） 三 浦 茂 人

委 員（分科員） 石 川 ひとみ

委 員（分科員） 松 田 豊 臣

説 明 者

産業労働部部長 佐 藤 徹

産業労働部次長

（兼）産業技術センター副所長

斉 藤 耕 治

新エネルギー政策統括監

齋 藤 篤

食品産業振興統括監

（兼）観光文化スポーツ部次長

渡 部 謙

産業政策課長 今 川 聡

デジタルイノベーション戦略室長

小 林 栄 幸

地域産業振興課長 齊 藤 大 幸

産業集積課長 松 井 信 光

商業貿易課長 佐 藤 裕 之

産業労働部参事

（兼）エネルギー・資源振興課長

阿 部 泰 久

雇用労働政策課長 仲 村 陽 子

公営企業課長 佐 藤 徹

発電所建設室長 茂 内 孝

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

産業労働部関係の所管に関する質疑を行います。

松田豊臣委員（分科員）

中小企業・小規模企業者の元気をつくる秋田県の

指針の素案について伺います。基本的施策の４にデ

ジタル技術の活用による生産性の向上についての説

明があったかと思います。業種によって目標数値は

当然違いますが、業種別の目標や取り組む方向性に

ついては、成案には盛り込まれるものでしょうか。

産業政策課長
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生産性の向上については、新プランの賃金水準の

向上にも関係してきますが、具体的な上げ幅は各企

業毎に計画を立ててもらうことなります。製造業で

はラインの自動化、サービス業ではセルフレジの導

入などが生産性を向上するものとして考えられます。

松田豊臣委員（分科員）

県では各業種別の概算目標は設定はしないで、飽

くまでも事業者の自発的な目標数値を県の目標にし

ていきたいということですか。

産業政策課長

具体的に企業で持っている数字があると思います

が、それを引き上げていくという形であり平均した

ものではありません。それぞれで引き上げていって

もらう形になるかと思います。

松田豊臣委員（分科員）

もちろんそうですが、基本的に生産性を上げると

いった場合に、県全体の大きな目標数字でなく、業

種別の現状を分析し引き上げ幅を明記するべきです。

各事業者に対して、生産性を上げるための設備投資

の案内や手法を説明する必要があると思いますが、

その点はいかがでしょうか。

産業政策課長

県でも企業活性化センターや商工団体で指導的な

役割を担っていますし、専門家の派遣もしています

ので、そういった中で改善が図れるように計画を立

てたり補助制度を活用して取り組んでいただきたい

と思います。

松田豊臣委員（分科員）

生産性の目標数値はこれからの目標値になると思

いますが、県全体の平均値になるのでしょうか。具

体的な業種別の数値目標がないと行動のしようがな

いと思いますが、県の姿勢としていかがなものかと

思います。

産業労働部長

具体的には個別企業の経営革新等の取組によって

生産性の向上が図られていくことになると思います。

県全体として、中小企業振興条例もそうですが、新

プランを推進していく中で各企業の付加価値や生産

性が上がり、最終的には製造品出荷額の中で付加価

値等が出てくると思います。時期的なずれがありま

すので、モニタリング的な要素が入ってきますが、

最終的に数値が反映されてくるものと考えています。

松田豊臣委員（分科員）

しっかりと目標数値を見据えながら、いろいろ施

策を講じていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

三浦茂人委員（分科員）

今松田委員から、午前中にも鈴木委員から御指摘

がありました。何千何万とある個別企業に目標を上

げてもらうのは、そう簡単にはいかないと思います。

まず業界の状況を分析し、大きいくくりから落とし

込んでいくプロセスが必要になると思います。例え

ば、本県は食品製造業の製品出荷額等が東北最下位

です。５位の県との差が２,０００億円もあります。

こうした分析をもっと新プランに落とし込んで、食

品製造品出荷額の開きを半分ぐらいに縮めるぐらい

の目標を掲げていくべきです。いぶりがっこをもっ

と作っていくなどの具体的な目標があれば、我々は

もちろん業者や生産者も分かってくると思います。

今の段階ではここまでしか落とし込めないかもしれ

ませんが、具体的なものを新プランと連動していか

ないと、本当にぼやっとしたものになってしまいま

す。頭で分かっていても、書いたものに出てこない

といけません。そのプロセスや結果を見るときにも、

半年や年間でどうなったのか分かりづらいこともあ

りますので、具体的に計画に落とし込んでいくこと

は必要になると思いますが、どうですか。

産業労働部長

新プランの各戦略もそうですが、御指摘のとおり

具体的な目標値が必要ではあると思います。ただ、

その成果として出てくる数字が、製造品出荷額や製

造品の付加価値額等の形で出てきますので、モニタ

リングで数値をきちんと把握しながら、その事業の

成果がどのように反映されているのかを確かめなが

ら進めていきたいと考えています。

三浦茂人委員（分科員）

確かにそういった形でやっていくしかないと思い

ます。本県の中小企業はピンキリと言えば語弊があ

りますが 中核企業になるぐらいの中小企業と小

規模零細企業とでは意味合いが違うと思います。雇

用を増やすためには、中核企業やそれ以上の企業を

もっと育成していくことが重要です。育成ができな

ければ、雇用維持も確固たるものになりません。中

小企業振興条例を踏まえて、もっと強固に業界団体

と連携し、後継者問題も含めて進めていかないと大

変なことになっていくと危惧しています。今部長が

言われたようにモニタリング調査をして、我々とも

いろいろ議論しながら、実効性のあるものにつなげ

てもらいたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

産業労働部長

賃金水準の向上についても、中核的な企業が経営

の規模を拡大することで達成していくことが主にな

ってくると思います。小規模企業に関しても企業の

意向によりますが、企業統合や連携等により経営の

協業化を進めていくことで、賃金水準の向上につな

がっていくと思いますので、企業の業種や規模に応

じた対応をしていきたいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

新プランの１９ページを見てください。県人口の
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将来推計のグラフに私は驚きました。国立社会保障

・人口問題研究所の推計によると２０６５年には県

人口が３６万２,０００人まで減っていくとされて

います。それを５０万８,０００人に食い止めるた

めには、理想論で中身が入っていないかもしれませ

んが、世の中がひっくり返るようなことをしていか

ないと、どんどん減り続け大変なことになると私は

感じました。

戦略１に掲げられていることは、前回のプランと

比べて変わったかと言われたら、そんなに変わって

いないような気がします。新たな切り口が今回示さ

れていますので、新たな指標設定などが必要となり

ますし、それを達成しない場合は本当に大変なこと

になると強く感じます。

特に知事が言われた一丁目一番地施策の担当部局

である産業労働部は、我々が指摘したことを踏まえ

て、次の２月議会に向けていろいろ考えてほしいと

いうのが私の希望であります。そうしないと本当に

将来人口が３６万人になる可能性があります。

２０４０年の希望出生率を１.８としていますが、

現在は１.４４です。その乖離をどのようにして埋

めていくのかを踏まえると、本当に大変なことだと

思います。大変革の時だと強く感じますのでよろし

くお願いしたいと思います。

産業労働部長

御指摘のとおり人口減少を食い止めるためには、

若者の県内定着、特に女性の定着を進めていく必要

があると思います。今まで県内では、例えば電子部

品デバイスや輸送機産業の集積等が進んできました。

今の電動化の流れの中では、そういった産業がこれ

からも成長していく余地がありますし、洋上風力が

これから大規模に始まってきますので、こうした転

換期において、これまでの苦しい部分をチャンスに

変える形で取り組んでいくことで若者の県内定着に

つなげていきたいと考えています。

石川ひとみ委員（分科員）

その他の所管について質問してよろしいですか。

委員長（会長）

はい。

石川ひとみ委員（分科員）

昨日も観光文化スポーツ部長に、燃料価格高騰の

折、バスやタクシーの支援についてお願いしました

が、産業労働部は運転代行の支援を担当する部です。

それ以外の県内企業でも燃料の高騰のあおりを受け

ている企業もあろうかと思います。御検討されると

思いますが、他県でも支援する動きがあるようです

ので、２月補正で支援することを是非お願いします。

産業労働部長

現在総務部で全体の取りまとめを行っている状況

で、その結果を踏まえ対応を検討していきます。国

補正予算も詳細な内容が出てきますので、その状況

を確認しながら検討していきたいと考えています。

髙橋武浩委員（分科員）

新プランの選択・集中プロジェクト２のカーボン

ニュートラルへの挑戦について伺います。本県には

再生可能エネルギーや森林等があり、資源の宝庫で

あると記載されております。主な取組では、洋上風

力発電等のサプライチェーンへの参入などいろいろ

ありますが、地熱、水力発電の活用が薄い感じがし

ます。４２ページには産学官連携による地熱エネル

ギーの多面的な利用の支援と記載がありますが、こ

のプロジェクトの主な取組の中においても、地熱、

水力発電や本県の強みである資源をもっとアピール

したほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

戦略では、本県の再生可能エネルギーの中でも強

いところを更に重点的に強くしていくために、洋上

風力発電と地熱発電を特出しした表現にさせてもら

っております。水力発電に取り組まないわけではな

く、「等」を付けて 強調はしていませんが、水

力、バイオマス、太陽光発電についてもしっかりと

取り組んでいくこととしています。

髙橋武浩委員（分科員）

もっと分かりやすい表現にすれば、訴え方も違っ

てくると思いますので、検討していただきたいと思

います。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

洋上風力や地熱発電以外では 水力発電におい

ては、県の公営企業や民間企業、農林水産部では小

規模な５０キロワットの水力発電についても取り組

んでいます。太陽光発電等についても金融支援等を

行っており引き続き支援していきたいと考えていま

す。記載については、本県がリードしている強い部

分を強調させてもらっています。

髙橋武浩委員（分科員）

理解はできますが、新エネルギー関連産業の振興

等について、それこそ本県の地熱発電は、全国を見

ても良質で安定している強みがあると思いますので、

推し進めていくような内容も盛り込んでいただきた

いと思います。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

発電に係る導入拡大の記載内容について検討した

いと思います。

髙橋武浩委員（分科員）

新プランの４５ページの施策の方向性に、伝統的

工芸品等産業の振興とあります。確かに特色ある技

術や技能の継承がなかなか厳しくなってきている状

況の中で、主な取組に産地の将来を担う人材の確保

・育成への支援という記載がされています。４７ペ

ージの指標ですが、伝統的工芸品の生産額について
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一昨年の実績と比べて、今後の４年間を見ていくと、

２０１９年の水準に戻る生産額になっています。付

加価値を付けて生産額を上げたとすれば、生産する

人材が少なくなっていく印象を受けますが、この目

標値を設定した考え方を教えてください。

地域産業振興課長

伝統的工芸品産業についてはコロナ禍もあり、非

常に厳しい状況にあります。そうした中で生産額に

ついては、国指定工芸品に係る各産地組合から情報

を頂いて数字を整理しているところですが、減少し

ており、かなり厳しい状況にあるというのは事実で

す。主な取組の中では、産地の将来を担う人材の確

保・育成の支援と書かせていただいておりますが、

具体的には美術系大学からのインターンシップの受

入れや大学との協働的な取組も一つにらんでいるこ

とと、併せて若手工芸士をもう少しサポートするよ

うな支援についても市町村等から要望がありますの

で、事業化についても今考えているところです。

指標の数値に関しては、２０１９年の水準まで今

後４年間で戻していければ、アフターコロナを見据

えた強い意気込みを県として示せると考えています。

来年は本県で全国大会（伝統的工芸品月間国民会議

全国大会）が開催されますので、それを契機にして

何とか盛り上げていければという思いは県も産地の

皆さんも共有していますので、一緒に目標値達成に

向けて取り組んでいきたいと思います。

髙橋武浩委員（分科員）

今取り上げた分野以外にも、全般的に産業労働部

で取り上げている分野は、コロナの影響でかなり落

ち込んできています。まずは元の水準に戻して、更

にそれを拡大、促進させる取組だと思いますが、ア

フターコロナに向けて強みを発揮できるような取組

を是非進めていっていただくことをお願いして、終

わります。

委員長（会長）

ほかにございませんか。よろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で産業労働部関係の所管事項に関する質疑を

終了します。

本日はこれをもって散会し、２０日、月曜日の予

算特別委員会終了後に委員会を開き、付託案件につ

いて討論、採決を行います。

散会します。

午後１時３６分 散会
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令和３年１２月２０日（月曜日）

本日の会議案件

１ 所管事項調査の継続 （継続決定）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 髙 橋 武 浩

副委員長 鈴 木 真 実

委 員 佐 藤 賢一郎

委 員 近 藤 健一郎

委 員 三 浦 茂 人

委 員 石 川 ひとみ

委 員 松 田 豊 臣

書 記

議会事務局議事課 佐 藤 宏 生

議会事務局政務調査課 阿 部 秀 樹

観光文化スポーツ部観光戦略課

伊 藤 正 人

産業労働部産業政策課 木 村 高 志

会 議 の 概 要

午後１時３２分 開議

出席委員

委 員 長 髙 橋 武 浩

副委員長 鈴 木 真 実

委 員 佐 藤 賢一郎

委 員 近 藤 健一郎

委 員 三 浦 茂 人

委 員 石 川 ひとみ

委 員 松 田 豊 臣

説 明 者

観光文化スポーツ部長 嘉 藤 正 和

観光文化スポーツ部次長

岡 部 研 一

観光文化スポーツ部次長

佐 藤 功 一

インバウンド推進統括監

益 子 和 秀

観光戦略課長 笠 井 潤

産業労働部長 佐 藤 徹

産業労働部次長

（兼）産業技術センター副所長

斉 藤 耕 治

新エネルギー政策統括監

齋 藤 篤

食品産業振興統括監

（兼）観光文化スポーツ部次長

渡 部 謙

産業労働部参事

（兼）エネルギー・資源振興課

阿 部 泰 久

産業政策課長 今 川 聡

委員長

ただいまから本日の委員会を開きます。

所管事項について、閉会中においても調査を継続

することとして御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

よって、所管事項については閉会中においても調

査を継続することと決定されました。

この旨議長に申し出ることとします。

本日の委員会を終了します。

閉会します。

午後１時３３分 閉会


